
近
代
日
本
の
青
年
団
体

一
京
都
府
丹
後
地
域
を
事
例
に
…

飯

塚

一

幸

近代日本の青年団体（飯塚）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

【
要
約
】
　
近
世
社
会
に
お
け
る
若
者
組
は
、
婚
姻
へ
の
介
入
、
休
み
日
や
様
々
な
寄
付
の
強
要
な
ど
に
よ
り
、
家
の
生
産
に
支
障
を
き
た
す
事
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

ま
た
明
治
初
年
に
お
け
る
そ
の
財
政
は
村
財
政
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
規
模
で
あ
る
。
そ
こ
で
書
癖
初
年
以
来
村
役
人
層
は
、
言
言
来
の
若
者
組
を
村
落
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

同
体
に
従
属
さ
せ
る
べ
く
、
そ
の
統
制
を
強
め
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
開
治
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
自
ら
が
生
活
・
風
俗
レ
ベ
ル
の
規
律
化
を
撮
う
事
で
村

社
会
の
近
代
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
青
年
層
が
登
場
し
、
薪
た
に
青
年
会
を
設
立
し
て
そ
の
幹
部
と
な
る
。
し
か
し
地
域
社
会
内
部
で
進
め
ら
れ
る
規
律

化
の
過
程
は
ゆ
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
村
落
共
同
体
秩
序
に
合
致
し
て
い
る
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
国
側
戦
後
、
帝
国
主
義
国
と
し
て
の
国
内
体
捌
強
化
を
目
指
し
た
政
府
は
、
規
律
化
の
過
程
を
一
気
に
加
速
し
、
村
落
共
同
体
の
枠
を
打
破
す
る
た
め

に
、
一
九
一
五
年
九
月
内
務
文
部
両
省
訓
令
を
発
し
た
。
と
こ
ろ
が
両
省
訓
令
は
、
そ
の
具
体
化
に
際
し
て
青
年
会
か
ら
強
い
反
発
を
う
け
る
。
政
府
・

青
年
会
共
に
、
生
活
・
風
俗
レ
ベ
ル
の
規
律
化
を
進
め
る
必
要
は
認
め
て
い
た
が
、
そ
の
速
度
・
内
容
・
担
い
手
に
お
い
て
認
識
を
異
に
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
相
克
の
中
か
ら
、
有
志
団
体
で
あ
る
青
年
党
が
成
立
す
る
。

　
本
稿
で
は
京
都
府
丹
後
地
域
を
事
例
に
、
「
若
連
中
↓
○
○
会
（
社
）
↓
部
落
青
年
会
↓
町
村
青
年
会
（
団
）
」
と
描
か
れ
る
近
代
日
本
の
青
年
団
体
の
変

遷
を
具
体
的
に
跡
付
け
、
さ
ら
に
部
落
青
年
会
か
ら
青
年
党
が
分
出
す
る
事
例
を
提
示
す
る
。
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
一
号
　
【
九
九
黒
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
国
家
に
よ
っ
て
青
年
団
体
が
地
方
支
配
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
日
露
戦
争
後
に
展
開
し
た
地
方
改
良
運
動
を
始
め
と
す
る
。
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

て
宮
地
正
人
は
、
地
方
改
良
運
動
で
の
青
年
団
体
政
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
①
霊
的
・
活
動
内
容
が
県
・
郡
の
制
定
し
た
準
則
に
基
い
て
　
ー



与
え
ら
れ
る
、
②
次
第
に
会
長
が
町
村
長
、
副
会
長
が
小
学
校
長
に
統
一
さ
れ
て
い
く
、
③
行
政
町
村
を
単
位
に
青
年
会
が
作
ら
れ
、
従
来
の
　
ω

村
落
を
単
位
と
し
た
若
者
綻
・
青
年
会
は
支
部
・
支
会
と
な
る
、
と
い
う
三
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
近
世
来
の
若
者
組
は
作
り
変
え
ら
れ
、
天
皇
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
注
入
機
構
の
一
つ
と
な
る
、
と
し
た
。

　
宮
地
の
理
解
は
、
政
策
論
に
偏
し
て
お
り
実
態
面
か
ら
の
検
討
が
不
可
欠
と
の
批
判
を
受
け
た
が
、
歴
史
学
か
ら
す
る
そ
の
後
の
青
年
団
体

研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
以
後
の
青
年
団
体
の
事
例
研
究
は
、
次
の
二
点
が
特
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
対
象
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

時
期
が
日
露
戦
後
に
集
中
し
た
事
で
あ
る
。
か
つ
て
熊
谷
辰
次
郎
は
、
近
代
の
青
年
団
体
の
変
遷
を
、
「
若
連
中
↓
会
（
社
）
↓
部
落
青
年
会
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

町
村
立
年
会
（
団
）
」
の
見
取
り
図
で
描
い
た
が
、
若
連
中
か
ら
部
落
青
年
会
に
至
る
時
期
が
分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
稀
で
あ
っ
た
。
本
稿
の

第
一
の
課
題
は
、
青
年
団
体
の
右
の
よ
う
な
編
成
替
え
の
具
体
相
を
、
村
そ
し
て
青
年
自
身
に
よ
る
民
俗
的
伝
統
の
改
変
の
過
程
と
し
て
跡
付

け
る
事
で
あ
る
。

　
二
つ
目
の
特
徴
は
、
日
露
戦
後
期
の
青
年
団
体
の
性
格
を
、
地
主
的
秩
序
も
し
く
は
行
政
を
底
辺
で
支
え
る
補
完
物
と
し
て
評
価
し
て
き
た

事
で
あ
る
。
国
民
統
合
の
上
で
青
年
団
体
の
果
た
し
た
役
割
と
、
国
家
的
価
値
を
受
容
し
つ
つ
青
年
会
が
地
域
で
公
的
地
位
を
確
立
し
て
い
く

　
　
　
　
　
　
⑥

経
過
を
究
明
す
る
事
が
、
研
究
の
主
た
る
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
他
方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
成
立
す
る
地
方
都
市
で
の
青
年
党
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

動
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
、
松
尾
尊
莞
等
の
研
究
と
の
接
点
を
欠
く
事
と
な
っ
た
。
本
稿
の
第
二
の
課
題
は
、

青
年
会
か
ら
青
年
党
が
分
離
す
る
事
例
を
提
示
し
、
そ
れ
を
地
方
改
良
運
動
に
お
け
る
青
年
団
体
政
策
の
矛
盾
の
所
産
と
し
て
位
置
付
け
る
事

で
あ
る
。

　
主
と
し
て
第
二
の
課
題
か
ら
以
下
で
は
、
都
市
で
は
な
い
が
農
業
以
外
の
生
業
に
つ
く
家
を
多
く
含
み
、
た
め
に
資
本
主
義
の
発
展
の
影
響

が
強
く
出
る
町
場
化
し
た
村
の
青
年
団
体
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。

③
　
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
！
帝
国
主
義
形
成
期
の
都
市
と
農
村

1
』
（
棄
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
五
九
～
六
三
頁
。

②
た
と
え
ば
、
相
沢
～
蕉
「
日
露
戦
後
期
の
省
年
会
設
立
に
関
す
る
＝
刀
策
一

　
小
吹
青
年
会
を
購
例
と
し
て
一
」
（
『
茨
城
県
歴
史
館
報
』
三
号
、
一
九
七
六
年
）
、



　
自
本
悠
三
「
日
露
戦
後
の
報
徳
会
と
青
年
団
－
宮
城
県
を
例
と
し
て
一
」

　
（
『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
＝
母
、
一
九
八
○
年
）
、
篇
井
疋
夫
「
日
本
帝
国
主
義

　
成
立
期
に
お
け
る
農
村
支
配
体
講
i
静
岡
県
原
里
村
の
享
例
を
中
心
に
一
」

　
（
『
土
地
剃
度
史
学
』
一
〇
五
号
、
　
　
九
八
四
年
）
、
蘇
蜜
彦
一
「
明
治
茅
ヶ
崎
市

　
域
の
青
年
団
運
動
」
（
『
茅
ケ
崎
市
史
研
究
』
一
一
号
、
　
一
九
八
七
年
）
、
布
川
弘

　
「
日
露
戦
後
の
農
村
社
会
と
地
域
支
配
」
（
『
神
戸
大
学
史
学
年
報
』
第
三
号
、
一

　
九
八
八
年
）
、
　
肥
田
正
已
「
静
岡
県
青
年
國
成
立
史
序
説
扁
（
冊
静
岡
県
近
代
史
研

　
究
隔
第
一
六
号
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

③
　
熊
谷
辰
次
郎
『
大
羅
本
青
年
罰
史
』
（
話
本
青
年
館
、
一
九
四
三
年
）
七
三
頁
。

④
　
数
少
な
い
も
の
と
し
て
、
住
友
陽
文
「
形
成
期
青
年
会
の
論
理
と
展
開
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
王
田
○
、
一
九
九
〇
年
）
第
一
章
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
日
露

　
戦
争
頃
ま
で
の
青
年
会
を
「
端
緒
的
青
年
会
」
と
し
て
、
規
約
を
対
象
に
検
討
が

　
加
え
ら
れ
て
い
る
。
多
仁
照
広
『
若
者
仲
間
の
歴
史
』
（
日
本
青
年
館
、
　
一
九
八

　
四
年
）
第
閥
章
、
安
丸
良
夫
「
『
近
代
化
』
の
思
想
と
民
俗
」
（
『
同
本
並
巾
文
化
大

　
系
』
一
、
小
学
館
、
一
九
八
六
年
）
に
は
、
明
治
前
期
に
お
け
る
民
俗
的
伝
統
の

　
編
成
替
え
を
考
察
す
る
際
に
示
唆
に
富
む
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
罠
俗

　
学
で
は
、
た
と
え
ば
平
山
和
彦
『
青
年
集
麟
史
研
究
序
説
』
下
巻
（
新
泉
社
、
一

　
九
七
八
年
）
第
三
部
第
一
章
が
、
画
面
社
会
学
で
は
、
佐
藤
守
『
近
代
日
本
青
年

　
集
団
史
研
究
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
が
あ
る
。
　
一
方
、
晦
治
中
期

　
に
お
け
る
青
年
会
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
し
て
、
三
重
県
英
虞
郡
布
施

　
田
村
「
共
修
祇
記
録
」
が
『
醤
本
近
代
思
想
大
系
2
0
家
と
村
』
（
岩
波
雷
店
、

　
一
九
八
九
年
）
に
所
載
ざ
れ
た
。

⑤
　
②
に
列
挙
し
た
論
文
の
多
く
は
こ
う
し
た
視
点
で
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
周
知
の
如
く
青
年
党
研
究
は
、
松
尾
合
掌
「
地
方
的
市
民
政
社
の
発
生
」
（
『
大

　
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
二
部
第
四
章
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
初
に
始
ま
る
。

第
　
章

明
治
初
年
に
お
け
る
若
者
仲
間
の
存
在
形
態

　
　
一
…
与
謝
郡
岩
滝
村
若
老
仲
間
の
事
例
1

近代日本の青年団体（飯塚）

　
文
明
開
化
を
推
し
進
め
る
明
治
政
府
は
、
成
立
早
々
か
ら
、
民
衆
が
近
世
社
会
で
培
っ
て
き
た
民
俗
へ
の
介
入
と
規
制
を
始
め
た
。
幕
末
、

村
芝
居
に
熱
中
し
、
博
変
の
場
と
な
っ
た
り
、
他
村
と
の
嘘
嘩
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
事
の
目
立
っ
た
若
者
組
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
好
ま
し

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
府
県
史
料
」
中
に
は
、
廃
藩
置
県
前
後
、
各
府
県
が
若
者
組
の
廃
絶
や
規
制
を
ね
ら
っ
て
出
し
た
布
達
類
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
、
現
在
の
群
馬
県
の
一
部
を
範
囲
と
す
る
岩
鼻
県
が
発
し
た
布
告
は
、
「
村
々

に
於
て
、
若
モ
ノ
仲
間
と
唱
へ
党
を
立
て
、
仲
間
規
定
と
号
し
勝
季
尽
の
取
り
定
め
番
い
た
し
置
き
、
神
事
祭
礼
は
勿
論
、
村
内
吉
凶
に
事
寄

せ
、
．
㎜
々
如
何
の
所
業
に
及
び
候
の
み
な
ら
嫉
や
や
も
い
た
し
候
得
ぱ
、
村
役
人
共
の
申
し
關
か
せ
、
蛋
も
爾
ひ
ず
、
屡
々
集
会
論
い
芒
、
⑧

農
業
を
も
怠
り
臨
終
栢
聞
へ
、
不
将
の
事
に
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
若
者
組
解
散
、
村
芝
居
や
盆
踊
り
の
規
則
を
達
す
る
際
に
理
由
と
さ
れ
た
　
3



の
は
、
家
業
へ
の
差
障
り
で
あ
っ
た
。
各
家
々
が
生
業
を
持
ち
、
自
立
自
助
で
生
活
を
営
む
事
に
よ
っ
て
国
を
富
ま
す
と
い
う
明
治
政
府
の
構
　
G
D

想
に
と
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
村
の
秩
序
に
反
し
生
産
の
妨
げ
と
な
る
若
者
組
は
、
禁
圧
す
べ
き
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
自
由
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

民
権
派
も
同
じ
位
置
に
立
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
本
章
で
は
、
岩
鼻
僻
論
知
事
と
し
て
先
述
の
布
告
を
発
し
た
小
室
信
夫
の
出
身
村
で
あ
る
と
共
に
、
民
権
派
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
、
京
都
府

与
謝
郡
岩
滝
村
を
例
に
、
若
連
中
か
ら
周
旋
方
を
経
て
朋
友
社
と
い
う
社
名
を
付
し
た
団
体
へ
と
転
換
し
て
い
く
経
緯
を
検
討
す
る
。
な
お
本

章
で
若
連
中
・
周
旋
方
・
朋
友
社
三
者
を
一
括
し
て
呼
称
す
る
時
に
は
、
若
者
仲
間
の
語
を
使
用
す
る
。
こ
れ
は
本
章
で
扱
う
明
治
二
学
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

前
半
ま
で
の
時
期
で
は
、
「
青
年
」
の
語
が
地
域
社
会
に
浸
透
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節
岩
滝
村
若
者
仲
間
の
経
織

　
岩
滝
村
は
、
日
本
三
景
の
一
つ
、
天
の
橋
立
で
仕
切
ら
れ
た
内
海
の
阿
蘇
海
に
面
す
る
村
で
あ
る
。
小
室
家
を
始
め
と
し
た
縮
緬
仲
買
や
廻

船
業
に
携
る
富
裕
な
商
人
を
抱
え
、
丹
後
縮
緬
の
積
出
し
港
の
一
つ
と
し
て
、
幕
宋
に
は
股
賑
を
極
め
た
事
も
あ
っ
た
。
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）

　
　
　
　
　
　
　
⑥

年
で
声
振
三
三
五
戸
を
数
え
る
、
当
時
と
し
て
は
大
き
な
、
町
場
化
し
た
村
で
あ
る
。
同
村
の
男
子
は
数
え
一
七
歳
に
な
る
と
元
服
し
、
村
内

上
分
の
家
の
者
か
ら
親
方
を
取
っ
て
名
前
を
果
た
に
つ
け
て
も
ら
い
、
幼
名
を
廃
す
る
の
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
親
戚
や
隣
近
所
の

人
た
ち
及
び
若
連
中
の
面
々
を
招
き
元
服
を
祝
う
宴
会
を
催
し
、
そ
れ
を
機
に
若
連
中
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
。
以
後
結
婚
し
て
半
年
後
に
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

間
を
抜
け
る
ま
で
、
若
連
中
で
の
生
活
が
続
く
の
で
あ
る
。

　
岩
滝
村
に
は
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
、
上
分
・
中
分
・
平
分
の
家
格
が
厳
存
し
て
い
た
。
表
1
は
、
岩
滝
村
の
若
者
仲
間
の
組
織
的
特
徴
を

検
討
す
る
た
め
に
、
そ
の
構
成
員
の
変
化
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
衷
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
村
の
場
合
、
若
者
仲
間
内
部
に
も
上
・
中

・
平
・
夫
の
四
つ
の
小
集
団
が
存
在
し
て
い
た
。
で
は
、
村
内
家
格
と
若
者
仲
間
内
組
織
と
は
、
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。

　
本
来
「
上
分
」
は
、
幕
末
多
数
の
巨
船
を
所
有
し
廻
船
間
鷹
と
し
て
発
展
を
と
げ
た
山
家
屋
（
小
室
）
一
族
、
長
年
に
わ
た
っ
て
大
庄
屋
を
勤



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
た
糸
井
一
族
、
廻
船
聞
屋
と
し
て
巨
富
を
積
む
と
共
に
宮
津
藩
政
に
も
関
わ
っ
た
千
賀
一
族
（
一
部
三
上
姓
を
名
乗
る
）
か
ら
な
る
家
格
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
岡
村
で
は
、
山
林
を
除
い
て
地
積
改
正
が
完
了
し
た
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
の
翌
年
、
地
価
割
の
台
帳
と
し
て
『
反
別
割
帳
』

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
、
次
い
で
七
八
（
萌
治
二
）
年
に
は
戸
数
割
の
台
帳
と
し
て
『
村
内
小
前
等
位
表
』
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
戸
数
割
等
級
の
導
入
を
機

に
、
一
軒
前
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
家
が
平
分
、
一
軒
前
を
こ
え
る
家
が
中
分
、
五
戸
分
以
上
の
負
担
を
す
る
家
が
上

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

分
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
変
化
が
生
じ
た
七
八
年
に
上
分
に
位
置
し
た
戸
主
名
を
列
挙
す
る
と
、
小
室
守
蔵
・
小
室
静
三
・
小
室
市
蔵
・

小
室
佐
喜
蔵
・
小
室
定
蔵
・
小
室
仙
蔵
・
糸
井
勘
助
・
糸
井
勘
七
・
糸
井
市
郎
兵
衛
・
糸
井
市
郎
右
衛
門
・
糸
井
権
兵
衛
・
糸
井
仙
助
・
千
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

正
平
・
三
上
勘
治
（
莞
ホ
）
・
三
上
弥
助
・
蒲
田
善
助
・
伊
藤
万
蔵
・
安
田
仙
右
衛
門
の
一
八
名
で
あ
る
。
や
は
り
小
室
・
糸
井
・
千
賀
一
族
が

大
半
を
占
め
て
い
る
が
、
新
た
に
蒲
田
・
伊
藤
・
安
田
の
三
斜
が
加
わ
っ
て
い
る
。
家
格
か
ら
、
戸
数
割
等
級
1
1
財
産
を
基
準
と
し
た
区
別
へ

近代日本の青年団体（飯塚）

表1　岩滝村若者仲間入数表

区別　上 申　　　平　　　夫 計

（79）入

（76）

（71）

92

85

63

67

67

62

80

P
～
～
1
1
1
0
1
0
1
9
8
1
1

9

58人

52

S8

T6

T5

R5

R4

T2

S3

T5

蝋
鷺
歪
盤
7
8
絡

8人

8
8
9
5
3
2
0
0
0

1868年

1869

1870

1871

1874

1875

1876

1880

1881

1882

注，板列神社蔵岩滝区有文書申，各年r入数帳3よ
　り作成。

と
転
換
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　
岩
滝
村
の
村
内
家
格
は
、
服
装
や
家
屋
の
形
態
と
い
っ
た
生
活
風
俗
上
の
相
違
の
み
で
な

く
、
村
政
へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
も
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
。
三
三
・
維
新
期
の
同
村
に

は
、
庄
屋
一
人
・
組
頭
二
人
・
百
姓
代
一
人
の
他
に
、
月
番
六
人
・
立
会
八
人
の
村
役
が
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
ら
れ
て
い
た
。
『
与
謝
郡
各
町
村
沿
革
調
』
に
は
、
「
支
払
期
前
賦
課
微
収
セ
シ
際
、
組
頭

立
会
月
番
中
ニ
テ
支
払
帳
ヲ
作
り
、
庄
屋
ハ
之
二
関
係
セ
ス
シ
テ
、
支
禺
ノ
金
額
定
マ

ル
ニ
及
ヒ
帳
簿
ト
現
金
ヲ
受
取
リ
置
キ
、
支
払
而
己
ヲ
取
扱
フ
」
と
あ
り
、
村
財
政
の
収
支

や
割
付
け
は
、
組
頭
・
月
番
・
立
会
が
掌
握
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
庄
屋
な
ど
が
廃
さ
れ

た
大
黒
小
区
制
下
で
も
月
番
・
立
会
は
残
り
、
さ
ら
に
郡
区
町
村
編
制
法
の
下
で
京
都
府
独

自
の
組
戸
長
制
が
実
施
さ
れ
る
に
及
ん
で
か
ら
も
、
村
財
政
な
ど
の
村
内
重
要
事
項
は
月
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

・
立
会
の
寄
合
に
よ
っ
て
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5



一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
三
月
、
岩
滝
村
に
村
会
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
初
会
に
お
い
て
、
「
十
六
名
議
員
ヨ
リ
月
番
立
会
中
中
議
員
ノ
指
令
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

事
ニ
チ
ハ
公
議
不
致
蔓
、
尤
月
番
立
会
兼
テ
議
員
タ
ル
蔓
」
と
の
提
案
が
な
さ
れ
、
同
意
を
得
て
い
る
。
月
番
・
立
会
は
村
会
へ
と
包
摂
さ
れ
る

事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
年
五
月
半
地
方
湖
度
改
正
に
よ
り
、
村
会
は
岩
滝
・
弓
木
・
男
山
三
ヶ
村
連
合
村
会
と
な
っ
た
。
こ
れ
を

機
に
「
此
度
村
会
設
置
二
付
テ
ハ
月
番
立
合
之
事
務
モ
減
シ
候
事
故
、
廃
ス
事
哉
、
此
儘
据
置
事
哉
」
と
の
議
題
が
月
番
立
会
会
に
出
さ
れ
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

局
そ
の
ま
ま
据
置
き
と
決
し
、
町
村
制
施
行
後
に
至
る
。
月
番
・
立
会
は
、
一
村
単
位
に
成
立
す
る
村
会
の
組
織
的
母
体
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
月
番
・
立
会
と
村
内
家
格
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
の
月
番
は
、
糸
井
躍
層
・
糸
井
仙
助
・
糸
井
市
郎
兵
衛
・
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

蜜
初
蔵
・
三
上
療
法
・
千
賀
八
十
郎
の
六
名
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
で
は
、
糸
井
時
蔵
・
糸
井
市
郎
右
衛
門
・
小
室
長
蔵
（
玉
蔵
改
め
）
・
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

窒
静
三
・
小
室
豊
本
⊥
二
上
勘
治
の
六
名
で
あ
り
、
全
員
上
分
の
所
属
で
あ
る
。
七
八
（
明
治
二
）
年
に
上
分
・
中
分
・
平
分
区
別
の
基
準
が

変
化
す
る
前
も
後
も
、
月
番
は
上
分
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
立
会
に
は
上
分
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
岩
滝
村
内
の
藪
ノ
後
・
波

町
・
立
町
・
東
町
四
つ
の
村
組
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
、
中
分
に
属
す
る
人
物
が
就
任
し
て
い
る
。
村
総
代
に
加
え
て
、
上
分
か
ら
な
る
月

番
と
中
分
か
ら
な
る
立
会
が
村
政
を
主
導
し
、
「
村
方
」
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
老
仲
間
の
統
制
を
強
力
に
進
め
て
い
く
主
体
で
あ

る
「
村
方
」
と
は
、
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
小
室
信
夫
・
儒
介
父
子
の
地
元
で
あ
る
岩
滝
村
は
、
最
も
分
厚
く
天
橋
義
塾
社
員
の
存
在
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
岩
滝
村
富
村
社
員

は
、
小
室
佐
喜
蔵
・
小
室
長
蔵
・
小
室
静
三
・
小
室
竹
蔵
・
千
賀
一
太
郎
・
前
沢
盛
昌
・
糸
井
品
蔵
・
三
上
勘
治
・
千
賀
正
平
の
九
名
で
あ
る
。

前
沢
が
士
族
で
あ
る
他
は
全
員
上
分
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
自
由
民
権
派
は
、
「
洗
芋
会
」
を
組
織
し
「
奪
ら
改
良
主
義
の
目
的
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

っ
て
研
究
討
論
を
な
偏
し
た
り
、
あ
る
い
は
与
謝
郡
の
地
価
修
正
運
動
の
中
心
的
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
た
。
農
民
的
土
地
所
有
を
確
立
し
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
の
経
営
の
安
定
・
発
展
を
求
め
る
彼
ら
が
、
民
俗
的
伝
統
を
「
愚
昧
で
秩
序
棊
乱
的
な
存
在
」
と
理
解
し
統
欄
に
乗
り
出
し
て
い
く
の
は
、

当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
以
上
の
如
く
、
岩
滝
村
の
村
内
家
格
は
、
同
村
の
村
政
運
営
の
あ
り
方
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
村
内
家
格
と
若
者
仲
間
内
の
小
集

6 （6）
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団
の
監
置
を
見
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
若
連
中
内
の
「
上
」
に
属
す
る
若
者
は
、
い
ず
れ
も
村
内
家
格
の
上

分
に
位
置
す
る
家
の
子
弟
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
若
者
仲
間
内
の
上
・
中
・
平
の
区
別
は
、
内
部
の
年
齢
階
梯
組
織
で
は
な
く
、
村
内
家
格

に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
倶
し
、
上
分
の
子
弟
が
、
勉
学
の
た
め
東
京
や
大
阪
へ
出
て
い
く
ケ
ー
ス
が
増
加
し
た
事
を
要
因
と
す

る
と
思
わ
れ
る
が
、
若
者
仲
間
内
の
「
上
」
の
人
数
は
減
り
続
け
、
一
八
八
○
（
明
治
；
一
）
年
以
後
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
門
夫
」
は
、

数
え
一
七
歳
で
仲
間
入
り
し
た
者
が
ま
ず
属
す
る
集
団
で
あ
り
、
諸
種
の
雑
用
に
あ
た
る
。
上
分
の
子
弟
の
場
合
は
、
満
一
六
歳
の
小
室
佐

喜
蔵
と
三
上
勘
治
が
表
2
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
夫
」
に
加
わ
る
事
な
く
、
仲
間
入
り
す
る
と
即
、
「
上
」
に
所
属
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

蓑2　岩滝村若連中上分所属人名蓑（1871年現在）

戸主の戸数割等級
（1878，　1／15改）

　　1等一2

　　1等一3

　　2等一3

徳島へ全戸寄留

　1873年死亡

　　2等一2

　　1等一1

　　1等一3

＊　1等一3

戸主及び続柄年齢

糸井一郎兵衛長男

　　本人

小墾仙蔵　弟
　　本人

小室松蔵　弟
糸井仙助　弟
糸井勘助長男
　　本人

三上壮輔長男

25

Q4

Q3

Q2

Q2

Q2

P7

P6

P6

三
蔵
講
七
助
蔵
徽
治

治
市
光
σ
友
広
時
佐
勘

　
　
　
蔵

麹
室
室
岩
室
井
井
室
上

　
　
　
三

糸
小
小
小
小
耳
糸
小
孟

注1．板列神社蔵岩滝区有文書中，r明治四年人数帳2，『明治

　　：五蚤申年五月改豊澗県管轄第拾三大仁戸籍　丹後国与佐郡

　　五ノ小区岩二村』，1878年の『村内小前等位表』より作成。

注2．＊は戸主が交替したため三上勘治の戸数割等級である。

注3．1878年1月15日時点では，1等・2等が上分。

　
こ
こ
で
は
、
若
者
仲
間
内
の
「
上
呂
に
属
す
る
人
数
が
減
る
に
つ
れ
て
、
「
村
方
」

に
よ
る
若
者
仲
間
へ
の
統
制
が
、
上
分
・
中
分
か
ら
な
る
「
村
方
扁
と
中
分
・
平
分

の
子
弟
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
若
老
仲
間
と
の
対
抗
と
い
う
、
階
層
間
対
立
の
性
格
を

持
っ
て
い
く
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

第
二
節
財
政
か
ら
見
た
若
者
紳
間
の
機
能

　
表
3
の
岩
滝
村
若
者
仲
間
の
各
年
別
支
出
か
ら
、
明
治
前
期
に
お
け
る
若
者
仲
間

の
機
能
を
考
え
て
み
た
い
。
最
初
の
項
目
「
大
祭
」
と
は
、
村
社
板
列
稲
荷
神
社
の

　
⑫

大
祭
に
要
し
た
費
用
で
あ
る
。
岩
滝
村
で
は
、
村
社
祭
礼
に
お
い
て
、
神
社
か
ら
字

浜
町
広
小
路
へ
の
神
輿
渡
御
↓
神
輿
休
場
広
小
路
で
の
相
撲
奉
納
↓
翌
日
の
神
輿
還

御
そ
し
て
神
事
執
行
と
続
く
一
連
の
行
事
の
内
、
神
輿
渡
御
か
ら
還
御
ま
で
を
若
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

中
が
担
っ
て
い
た
。
「
角
力
」
の
項
は
、
こ
の
奉
納
相
撲
の
費
用
を
さ
す
。
こ
れ
に
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表3　岩滝村若者仲間各年別支出表 （単伎：円）

大言力
1875年

（明治8）［

　1876①1

　　　　（中断）1

1880 P
1881i

　　　　　　ミ　1882　　　133．748i

　1883

　1884

　1885

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

6
7
R

∩
◎
6
◎
只

0
◎
O
G
只

1
1
1

6，449

1　22．osi

2e．932

4．676

O．903

25．79

0．678
i　16．81

　11，803

1　i30，30sl

4，615

O．605

5．425

e，645

1．oe3

1．054

L4641

O．30

村社の奉i
納品・建i書房興行盆踊り
学費　　1

89．583

1　s4．074

81．669　i

5．129

238，807

263．405

149，565

15．00　i　376．756

1　15，34g

i　7・76s

l　67．93

214，316　1

？？・zgn　l　．？9gl？

16，572i　13L199
2．2931　41，613

　　　　74．955

賄膿用紳蹟 その他　　計

74 17．8355 G．6676 3．25 a6095 25．9538 156．3224

1，053 40．00 0．74 52，687 99，156

07 17，203 1，178 7，253 22，420 377，347

05 11，036 1，687 2工，961 12，034 341，017

22，547 2，577 17925 5，931 267，996

65 9，341 1，515 3．30 2L94 222，915

8，105 2，507 3．44 9，983 39ユ39

1，716 3，291 22，956

②
6，005 2，665 2，682 3，618 19，585

56 4，237 446，278

49 9，723 0．80 15ユ51 13，847 61，924

68 6，455 1，069 6，160 16，853 4a73

7，204 0，961 3，636 16，429 50，956

3 8，261 1，048 1LOO 5，525 3，671 98，438

9，427 5，875 4，382 16，475 251，529

13 13，739 1．55 15，081 26，822 138，369

99 7．76 1．60 17，246 8，957 313，642

13 1，451 5，628 23，32G 84．605③

55 8，479 1，413 4，285 5，553 94，685

4．60 14，939 39，540 5，390 58，602 123，07工

注1．岩滝区有文書il元治元年大宝恵七月吉厩』より作成
注2．①1876年度途中で一旦若連中が「休鍛」となっているので，99円15銭6厘は1年闘の支出

　総額とは言えない。
　　②1887年の芝農興行費中，156円25銭は1886年興行分を翌年87年に湾算したものである。

　　③計との差10円は海陸軍への報納金。

加
え
、
鳥
居
類
・
天
幕
等
の
奉
納
、
鳥
居
・
輿

蔵
建
築
と
い
っ
た
、
村
社
や
祭
礼
道
具
の
維
持

に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
信
仰

行
事
は
、
　
「
神
の
代
理
を
勤
る
若
者
の
行
事
」

と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
若
者

組
が
神
威
を
か
か
げ
て
村
役
人
と
対
立
し
、
村

内
の
秩
序
を
脅
か
す
事
態
ま
で
生
じ
る
背
景
で

も
あ
っ
た
。

　
「
共
有
林
」
の
項
は
、
若
連
中
持
の
共
有
林

の
管
理
に
伴
う
支
出
で
あ
る
。
大
半
の
村
に
は
、

村
共
有
財
産
か
も
し
く
は
若
者
組
の
共
有
財
産

と
し
て
の
山
林
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
山
林
を
維

持
し
、
盗
伐
者
を
取
締
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は

他
村
や
個
人
所
有
の
山
林
と
の
境
界
を
確
認
し

た
り
す
る
作
業
は
、
若
者
組
が
担
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
「
盆
踊
り
」
や
「
芝
居
興
行
」
（
同
村

で
は
人
形
浄
瑠
璃
や
狂
言
が
多
い
）
と
い
っ
た
、
民

俗
芸
能
も
し
く
は
娯
楽
と
括
れ
る
活
動
が
あ
る
。

中
で
も
芝
居
興
行
の
支
出
規
模
の
大
き
さ
は
、

S　（8）



近代日本の青年団体（飯塚）

（単位：円）衰4　岩滝村朋：友社各年劉収入蓑

その他i計代貸
　
台

［
L
舞
－
i

居
銭

　
戸

芝
木

349．647

229．645

41．506

22．385

21，559

4．3665

6．51

0．36

0．573

o
　
如
。

241．636

97，92

　0

　0

　0

仲　間
入樽代

　O．80

り
金齋匡

薩
四

人
金

　
志

個
有

　
酌

　
方困：前年繰越仲間割金

i　　　　l

4．40

e，88

2．344

L4

15．e10．1313，5

O
　
　
A
U

17．51

7．412

10．798

7．82

7．501

1ユ

e，25

0

IS，8i　．　i

（明言台14）i

1883　i

1884　i

1885　i

1886　i

2．943　1　60．2715

2．86　1　89．135

6．73　1　25．024

2．367　1　8．053

1．429　1　10．580

1885　1　2．367　ilggg　i　：i2Sg　l　，Ziggg　l　igig9，8［　g－25 e　1　2．344

0　1　L4

o

o

o

o

O．573

0．33

22．

21，

注1．板列神社蔵岩滝鼠有文書中，朋友社の『入用椥（1881年），『金出入汐入用出入勘定拍』

　　（1883年），掌金銭出入帳』（1884・1886年），『金銭出入簿』（1885年）より作成。

注2．各欄の総計が晴隠と若干合わない年がある。

厨
を
見
張
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
八
四
円
や
一
八
八
○
（
明
治
＝
二
）
年
の
二

三
八
円
が
ど
の
位
の
額
か
を
つ
か
む
た
め
に
、
岩
滝
村
の
村
費
支
出
を
掲
げ
て
み
る
と
、
一
八
七
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
は
三
八
五
円
二
七
銭
、
七
六
年
は
三
九
九
円
八
九
銭
で
あ
る
（
地
租
改
正
関
係
諸
費
は
除
く
）
。
芝
居

興
行
の
支
出
は
、
多
い
年
に
は
村
財
政
の
半
額
を
優
に
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
松
方
デ
フ
レ
以
前
に
は
村
財
政
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
若
老
仲
間
の
財
政
は
、

ど
の
よ
う
に
賄
わ
れ
て
い
た
の
か
。
最
も
支
出
規
模
の
大
き
な
芝
居
興
行
費
は
、
一
八
七
五
年
の
八

四
円
余
を
例
に
と
っ
て
見
る
と
、
使
用
済
物
資
の
売
払
代
が
一
七
銭
四
厘
、
仲
間
へ
の
割
付
が
三
円

九
九
銭
、
勧
化
、
つ
ま
り
半
ば
強
制
的
な
性
質
を
持
つ
村
民
か
ら
の
寄
付
1
ー
ハ
ナ
代
が
九
一
円
二
六

銭
五
厘
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は
珍
し
い
事
に
黒
字
で
あ
っ
た
が
、
芝
居
興
行
は
赤
字
と
な
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

合
が
多
く
、
そ
の
際
は
不
足
金
を
村
に
強
要
し
て
村
財
政
か
ら
支
出
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
4

は
朋
友
社
と
な
っ
て
以
後
の
収
入
内
訳
で
あ
る
が
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
の
芝
居
興
行
費
二
六

三
円
余
の
内
、
芝
居
木
戸
銭
ー
ー
ハ
ナ
代
は
二
四
一
円
余
で
、
こ
の
年
は
赤
字
を
村
か
ら
の
借
用
金
で

穴
埋
め
し
て
い
る
。
こ
の
芝
居
木
戸
銭
を
除
く
と
、
連
年
の
収
入
の
中
心
は
仲
間
へ
の
割
付
と
村
財

政
か
ら
の
収
入
で
あ
り
、
仲
間
入
の
際
の
納
金
陛
樽
代
収
入
の
比
重
は
小
さ
い
。
上
分
の
家
か
ら
の

有
志
金
や
若
連
中
持
で
あ
っ
た
舞
台
の
貸
料
以
外
は
、
結
局
は
各
戸
の
負
撹
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は

な
い
。
各
府
県
の
布
達
で
は
、
若
者
組
で
の
娯
楽
が
高
じ
て
遊
興
に
耽
り
勤
労
意
欲
が
減
退
す
る
と

か
、
本
来
生
業
に
費
す
べ
き
時
間
が
若
者
組
に
向
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
点
で
、
若
者
組
と
家
業
と
の

矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
財
政
負
担
の
面
か
ら
い
っ
て
も
、
村
の
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
と
っ
て
若
者
組
の
改
組
が
焦
眉
の
急
で
あ
っ
た
事
を
、
岩
滝
村
の
事
例
は
鮮
か
に
添
し
て
い
る
。
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第
三
節
村
方
に
よ
る
藩
者
仲
間
へ
の
統
制

岩
滝
村
の
場
合
・
廃
藩
置
県
前
年
の
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
陰
暦
八
月
　
倉
に
蓬
中
が
村
に
差
し
出
し
た
「
改
法
規
定
趣
」
が
・
村
方

に
よ
る
若
者
仲
間
統
制
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
若
連
中
総
集
会
が
六
月
一
日
と
七
月
一
六
日
の
年
二
回
に
、
宴
会
を
催
し
て
も
構

わ
な
い
日
が
、
正
月
一
五
田
（
帳
面
の
整
理
を
行
な
う
）
・
三
月
一
五
欝
と
八
月
一
六
日
（
相
撲
奉
納
）
・
痛
罵
・
八
月
一
日
（
山
改
め
）
に
限
定
さ
れ
た
。

同
様
に
若
連
中
が
村
か
ら
貰
物
を
う
け
る
暇
も
、
三
月
一
五
日
・
六
月
一
日
・
七
月
＝
ハ
臼
・
八
月
＝
八
日
の
四
日
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
に

は
決
し
て
「
無
心
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
若
連
中
財
政
に
収
入
の
面
か
ら
枠
を
は
め
る
事
に
よ
り
、
若
連
中
の
行
動
に
規
制

を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
右
の
条
文
に
続
け
て
改
法
規
定
書
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
万
　
他
所
論
語
等
軸
来
二
お
よ
び
候
と
も
、
焚
出
し
様
之
儀
決
テ
致
し
間
敷
候
、
併
無
拠
儀
出
来
致
し
鴬
合
お
よ
び
候
共
、
其
時
当
之
世
話
人
井
立
会
之

　
　
者
ニ
テ
執
取
非
時
二
も
、
一
統
集
会
杯
不
仕
様
致
し
申
度
候
事

　
　
　
一
女
雑
事
之
儀
ハ
一
切
取
構
不
仕
、
其
老
構
二
限
リ
可
申
事

　
　
　
　
附
り
右
能
掛
若
者
之
内
五
人
ニ
テ
打
審
恐
輔
導
テ
藩
候
者
ハ
更
二
遂
吟
味
ヲ
、
世
話
人
之
者
ど
も
ヨ
リ
沙
汰
二
お
よ
び
可
単
磁

一

世
話
人
立
会
之
儀
ハ
左
二

上
分
之
内
　
　
弐
人

中
分
之
内
　
　
三
人

平
分
之
内
　
　
五
人

世
話
人
　
　
　
平
組
ニ
テ
六
人

右
之
通
毎
年
入
札
一
一
付
糟
極
可
申
候
、

申
候
事

尤
上
分
弐
人
中
分
三
人
之
儀
ハ
、
当
午
年
ヨ
リ
申
年
迄
三
ケ
年
立
会
相
勤
可
申
候
、
酉
年
ヨ
リ
平
分
ニ
テ
相
勤
可

工0（10）



近代日本の青年団体（飯塚）

　
轡
頭
の
部
分
は
、
他
村
と
紛
争
が
生
じ
た
際
に
若
連
中
が
集
会
を
開
く
事
と
、
嘘
嘩
の
た
め
に
「
焚
謁
し
」
を
行
な
う
事
を
禁
じ
た
も
の
で

あ
る
。
港
を
抱
え
る
岩
滝
村
で
は
、
他
柑
の
物
資
の
積
出
し
や
呼
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
よ
く
紛
争
が
生
じ
、
そ
れ
を
若
連
中
が
実
力
を
も
っ
て
結

着
を
図
る
事
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
の
弓
木
村
と
の
争
論
で
は
、
銭
一
貫
四
拾
壱
匁
六
分
九
厘
が
弓
木
村
邑
連
中
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壌

「
喧
嘩
入
用
」
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
費
用
の
一
部
は
、
村
入
用
か
ら
「
見
舞
」
の
名
目
で
賄
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
若

連
中
の
行
う
喧
嘩
は
、
村
の
戦
士
と
し
て
の
公
的
な
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
女
雑
事
之
儀
ハ
一
切
取
構
不
仕
、
其
者
構
二
限
り
可
申
事
」
と
い
う
一
条
が
設
け
ら
れ
、
村
内
に
お
け
る
男
女
間
の
交
際
か
ら
若
者

組
を
排
除
す
る
意
図
を
明
確
に
し
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
与
謝
郡
畳
屋
村
落
山
区
の
青
年
会
友
楽
社
の
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
規
約
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
非
）

「
第
六
条
　
本
社
夜
這
ト
云
フ
習
慣
ア
レ
ト
モ
堅
ク
禁
ズ
、
但
シ
七
月
ヨ
リ
九
月
頃
迄
ト
シ
其
他
ハ
禁
ズ
、
本
社
員
ノ
熱
戦
ノ
上
ハ
此
限
二
有

⑳ズ
」
と
あ
り
、
明
治
後
期
に
至
っ
て
も
青
年
会
が
村
内
の
男
女
関
係
を
管
理
す
る
主
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
所
も
あ
っ
た
。
岩
滝
村
の
場
合

寝
宿
は
な
く
、
婚
姻
と
若
連
中
の
関
係
は
か
な
り
稀
薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
婚
姻
の
宴
席
に
若
連
中
の
面
々
を
招
く
事
は
慣
例
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
で
妨
害
行
為
を
働
く
事
も
し
ぼ
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
事
も
含
め
、
改
法
規
定
書
で
は
若
者
の
徒
党
・
集
会
は
禁

止
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
以
外
に
勝
手
に
五
人
以
上
集
ま
っ
た
際
は
、
吟
味
の
上
処
罰
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
一
条
は
、
組
織
面
か
ら
の
若
連
中
へ
の
統
制
で
あ
る
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
以
前
に
お
い
て
は
、
平
分
に
属
す
る
三
人
の
世
話
人

が
お
り
、
毎
年
若
連
中
の
帳
面
を
彼
ら
に
提
出
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
世
話
人
の
人
数
を
倍
の
六
人
と
す
る
と
共
に
、
新
た
に
立
会
を
設
け
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
従
来
若
連
中
の
監
督
に
直
接
関
わ
る
事
の
な
か
っ
た
上
分
・
中
分
が
、
一
八
七
〇
年
か
ら
七
二
年
の
三
年
間
、
一
時
的
な
措

置
と
し
て
で
は
あ
る
が
立
会
を
出
し
、
若
連
中
の
統
制
を
進
め
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
岩
滝
村
は
廃
藩
置
県
後
、
導
く
短
期
間
の
宮
津
県
時
代
を
経
て
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
八
月
京
都
府
に
編
入
さ
れ
る
ま
で
豊
岡
県
管
轄
で

あ
っ
た
。
豊
岡
県
に
お
い
て
も
｝
八
七
三
（
明
治
穴
）
年
二
月
、
次
の
よ
う
に
若
者
組
の
廃
絶
が
達
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
従
来
村
中
町
内
等
二
於
テ
若
者
ト
唱
工
組
合
蔓
立
テ
、
平
日
ハ
勿
論
神
事
祭
礼
等
目
皿
事
宜
先
立
、
野
習
之
難
シ
手
踊
其
他
種
々
ノ
催
シ
電
導
シ
、
前
後

ll　（11）



寄
合
飲
酒
ヲ
事
ト
シ
、
零
丁
家
別
二
若
干
ノ
費
用
ヲ
賦
課
シ
、
若
シ
出
金
差
拒
ミ
記
者
等
有
之
節
パ
、
申
合
セ
種
々
之
迷
惑
等
相
懸
ケ
候
儀
有
之
由
、
以

ノ
外
之
悪
習
二
候
条
、
今
後
右
様
之
組
合
堅
ク
不
相
成
、
万
｝
心
得
違
之
儀
根
聞
二
等
テ
ハ
、
屹
度
処
澱
可
及
事

12　（12）

豊
岡
県

　
　
大
野
権
参
事

明
治
六
年

　
ご
月
甘
三
日

正
権
区
長

　
右
の
布
達
を
う
け
て
豊
岡
県
管
内
各
地
で
若
老
組
の
組
織
替
え
が
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
岩
滝
村
で
も
村
方
は
若
連
中
を
称
え
る
事

を
禁
じ
た
上
、
若
連
中
の
道
具
・
帳
面
す
べ
て
を
村
方
に
預
け
さ
せ
る
と
い
う
行
為
に
出
た
。
そ
し
て
改
め
て
村
方
か
ら
の
門
御
心
配
」
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
特
別
の
恩
情
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
、
「
周
旋
方
」
と
名
付
け
た
若
者
仲
閾
が
作
ら
れ
た
。
同
年
四
月
、
村
方
は
周
旋
方
に
「
規
則
書
」
を

付
与
し
た
が
、
そ
の
第
一
条
に
よ
り
、
四
つ
の
村
組
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
門
柱
ず
つ
、
結
婚
を
し
て
世
帯
を
言
え
た
者
を
「
後
見
」
と
し
て
周
旋
方

の
運
営
に
参
加
さ
せ
る
事
と
な
っ
た
。
第
二
条
で
は
、
祭
礼
や
角
力
・
芝
居
と
い
っ
た
諸
興
行
に
つ
い
て
、
村
役
人
が
開
催
の
決
定
権
を
握
っ

た
。
さ
ら
に
第
三
条
で
は
、
「
従
前
旗
開
御
一
新
之
折
柄
、
周
旋
方
ヨ
リ
行
儀
相
崩
シ
候
様
の
所
業
出
来
候
ハ
・
、
速
二
周
旋
方
笹
島
、
相
当

之
各
可
申
付
事
」
と
規
定
さ
れ
、
周
旋
方
が
不
届
な
行
為
に
出
た
場
合
に
は
「
取
揚
」
、
　
つ
ま
り
解
散
す
る
事
さ
え
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
村
方
は
、
若
者
組
廃
絶
を
布
達
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
旋
方
と
し
て
組
織
を
残
す
事
に
は
同
意
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
機
に
、

周
旋
方
へ
の
強
力
な
統
欄
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
地
租
改
正
が
佳
境
に
入
っ
た
事
と
、
周
旋
方
持
で
彼
ら
の
集
会
場
所
で
も
あ
っ
た
舞
台
が
、
小
学
校
へ
供
出
さ
せ
ら
れ
た
事
を
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
か
け
に
、
周
旋
方
は
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
か
ら
四
年
間
、
「
休
暇
し
を
串
し
渡
さ
れ
、
活
動
停
止
状
態
と
な
っ
た
。
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た

若
者
た
ち
は
一
八
八
○
（
明
治
＝
二
）
年
、
若
家
主
八
人
を
頼
っ
て
若
連
中
再
興
を
村
方
に
願
事
た
。
そ
の
結
果
、
「
朋
友
社
」
と
い
う
団
体
と
し
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て
再
出
発
す
る
事
が
認
め
ら
れ
、
以
後
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
に
青
年
会
と
な
る
ま
で
の
二
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＄

た
の
で
あ
る
。
以
下
は
、
再
出
発
時
に
朋
友
社
が
後
見
人
宛
に
差
し
出
し
た
「
規
則
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
規
　
則

　
　
　
（
第
一
～
三
条
略
）

　
　
　
　
　
第
四
条

存
続
す
る
事
と
な
つ

　
　
　
「
　
同
社
集
ム
諏
之
儒
即
ハ
夜
ム
写
二
可
限
事

　
　
　
尤
非
常
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
、
社
員
集
会
之
節
事
故
有
之
漸
滅
テ
出
会
為
致
問
嘉
事
、
平
常
ハ
不
及
申
集
会
之
節
ハ
猶
又
梢
心
得
、
昼
夜
往
来
へ
騒
々
敷

　
　
　
通
行
致
間
敷
事

　
　
　
　
但
シ
一
己
之
事
故
ニ
テ
或
ハ
酒
狂
二
五
リ
候
様
之
事
有
之
等
見
極
メ
候
節
ハ
取
糺
、
不
法
之
藤
葛
之
様
説
諭
可
致
事

　
　
　
　
再
三
説
論
二
及
ト
蚤
モ
聞
入
サ
ル
時
ハ
、
社
中
申
合
ニ
テ
栢
々
思
之
罪
可
申
付
事

　
　
　
　
　
第
五
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妨
）

　
　
　
一
　
同
社
之
威
権
ヲ
以
テ
該
村
小
前
等
へ
防
害
強
情
ケ
間
講
義
致
間
敷
、
若
シ
依
頼
等
致
シ
度
節
ハ
、
後
見
人
へ
尋
問
之
上
露
揮
ヲ
受
、
温
和
二
依
頼
致

　
　
　
ス
ヘ
キ
事

　
　
　
　
附
リ
年
齢
之
輩
都
合
ニ
ヨ
リ
他
へ
寄
留
致
候
者
、
加
除
社
本
人
意
宜
之
事

　
　
右
之
条
々
聯
違
背
無
之
様
堅
ク
相
守
リ
可
申
候
也

　
　
　
明
治
十
三
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朋
友
社

　
　
　
後
見
人
御
中

　
朋
友
社
の
集
会
は
夜
に
限
ら
れ
、
昼
間
小
生
産
者
の
営
業
活
動
を
妨
げ
な
い
事
が
定
め
ら
れ
た
。
第
五
条
で
は
、
芝
居
な
ど
の
節
に
各
家
々

に
「
強
情
ケ
間
敷
」
募
っ
て
い
た
勧
化
等
の
行
為
を
禁
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
盗
り
」
は
、
人
の
移
動
が
次
第
に
活
発
に
な
る
に
つ
れ
、

ユ3　（ユ3）



朋
友
社
加
入
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
が
他
所
へ
寄
留
す
る
ケ
ー
ス
の
増
加
し
て
き
た
事
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
見
人
観
た
ち
は
、
右
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

規
則
実
行
に
責
任
を
持
ち
か
ね
る
と
し
、
規
則
預
り
を
村
方
へ
と
依
頼
、
村
総
代
が
保
管
す
る
事
と
な
っ
た
。
村
方
自
体
が
朋
友
社
取
締
り
を

行
い
、
朋
友
社
を
村
落
共
同
体
秩
序
の
中
に
押
し
込
め
、
家
々
の
生
産
を
保
障
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

14　（14）

第
四
節
　
村
方
と
朋
友
社
の
角
逐

　
再
度
前
掲
表
3
に
戻
ろ
う
。
財
政
の
推
移
を
追
っ
て
み
る
と
、
朋
友
社
へ
と
編
成
替
え
さ
れ
た
直
後
の
一
八
八
○
（
明
治
＝
二
）
年
か
ら
八
三

（
明
治
一
六
）
年
に
か
け
て
は
、
そ
の
支
出
規
模
は
十
分
に
縮
小
し
て
い
な
い
。
八
四
（
明
治
一
七
）
年
か
ら
八
六
（
明
治
一
九
）
年
ま
で
、
松
方
デ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

レ
の
影
響
で
極
端
に
支
出
が
減
少
し
た
後
、
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
突
出
を
経
て
、
や
や
上
下
は
あ
る
が
安
定
す
る
。
実
は
こ
の
松
方
デ
フ
レ

か
ら
の
回
復
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
行
事
に
手
を
つ
け
よ
う
と
す
る
朋
友
社
と
、
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
る
村
方
と
の
間
で
、
激
し
い
対
立

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
一
八
八
七
年
の
支
出
の
大
膨
張
は
芝
居
興
行
が
原
因
で
あ
る
。
こ
の
時
の
興
行
は
五
二
円
余
に
上
る
大
赤
字
で
あ
っ
た
。
赤
字
償
却
に
苦
し

ん
だ
朋
友
社
は
翌
年
三
月
、
村
方
に
対
し
て
そ
の
半
額
二
六
円
五
〇
銭
を
、
「
無
証
書
無
期
限
無
利
子
」
で
借
用
し
た
い
旨
願
出
る
。
全
く
の

負
債
肩
代
わ
り
要
求
で
あ
る
。
結
周
こ
の
一
件
は
、
今
後
一
年
間
舞
台
で
の
興
行
を
し
な
い
事
を
条
件
に
、
一
年
五
円
ず
つ
五
年
間
、
計
二
五

円
を
村
方
が
各
戸
か
ら
徴
収
す
る
事
で
落
着
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
後
見
人
が
朋
友
社
の
意
を
う
け
て
芝
居
興
行
を
村
方
に
出
願
し
て
い
た

従
来
の
方
法
は
禁
じ
ら
れ
、
個
人
も
し
く
は
個
人
連
名
の
出
願
へ
と
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
芝
居
興
行
は
全
く
の
私
事
と
な
り
、
村
に
よ
る

費
用
の
援
助
は
望
め
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
明
け
て
一
八
八
九
，
（
明
治
一
三
）
年
、
憲
法
発
布
の
祝
賀
の
意
も
あ
っ
て
か
、
朋
友
社
は
久
方
振
り
に
大
祭
挙
行
を
村
方
に
願
い
出
た
。
月
番

・
立
会
の
反
応
は
冷
く
、
不
景
気
や
多
額
を
要
す
る
土
木
工
事
を
理
由
に
願
い
を
却
下
す
る
。
説
得
に
向
か
っ
た
後
見
人
に
朋
友
社
の
面
々
は

納
得
せ
ず
、
朋
友
社
独
自
に
で
も
大
祭
を
挙
行
す
る
と
息
ま
き
、
事
態
は
遂
に
村
総
集
会
の
開
催
に
ま
で
発
展
し
た
。
以
下
は
、
総
集
会
で
の
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決
議
で
あ
る
。

　
　
　
一
　
前
会
引
続
之
件
、
年
会
決
議
之
事
情
一
同
へ
述
候
処
、
前
会
月
番
立
会
町
世
話
人
集
会
課
決
之
通
り
同
意
ニ
テ
、
更
二
大
祭
ハ
止
之
事
二
相
成
、
現

　
　
　
今
急
務
道
路
之
件
を
至
急
手
順
運
呉
ト
ノ
一
同
ヨ
ジ
依
頼
ニ
テ
、
尤
も
道
路
事
件
中
日
村
ノ
規
約
を
設
、
諸
興
行
群
書
勧
進
等
　
意
識
メ
ニ
致
ス
事
二

　
　
　
協
議
相
整
候
也

　
総
集
会
は
、
道
路
建
設
問
題
が
落
着
す
る
ま
で
、
村
規
約
を
も
っ
て
一
切
の
興
行
と
寄
付
行
為
を
禁
ず
る
と
決
議
し
た
の
で
あ
る
。
難
平
社

は
な
お
も
あ
き
ら
め
ず
、
そ
れ
な
ら
ば
祭
礼
時
の
奉
納
相
撲
を
盛
大
な
も
の
に
し
た
い
の
で
、
村
財
政
か
ら
例
年
よ
り
も
多
く
出
金
し
て
ほ
し

い
と
申
し
出
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
拒
否
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
朋
友
社
は
、
村
社
祭
礼
の
際
の
神
輿
渡
御
の
執
行
と
山
番
等
の
村
の
警
防
を
担
う

組
織
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
村
落
共
同
体
を
維
持
す
る
組
織
へ
と
編
成
替
え
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
朋
友
社
の
大
祭
挙
行
要
求
を
退
け
た
総
集
会
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
岩
滝
村
は
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
再
三
に
わ
た
る
小
作
人

側
の
要
求
に
よ
り
月
番
立
会
1
1
村
方
は
村
内
一
律
の
小
作
料
減
免
を
実
行
し
た
。
し
か
も
、
「
当
方
二
黒
テ
ハ
戸
前
ニ
テ
致
シ
遣
出
付
、
仮
令

村
総
地
主
会
ニ
テ
如
何
取
極
リ
候
ト
モ
勝
手
に
取
行
」
う
と
主
張
す
る
、
村
内
最
大
の
地
主
で
あ
る
縮
緬
仲
買
糸
井
勘
助
等
の
抵
抗
を
排
し
て

　
　
⑩

で
あ
る
。
村
方
の
中
心
を
な
す
上
分
の
多
く
が
、
明
治
一
〇
年
代
に
は
自
由
民
権
派
に
属
し
、
家
の
個
別
経
営
を
確
立
す
る
た
め
地
面
修
正

運
動
に
参
加
し
て
い
た
事
は
す
で
に
述
べ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
主
・
小
作
関
係
を
私
的
領
域
に
属
す
る
事
と
し
地
主
経
営
の
自
由
な
発

展
を
求
め
る
声
を
村
方
は
支
持
せ
ず
、
村
内
全
戸
の
成
り
立
ち
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
村
落
共
同
体
秩
序
を
第
一
義
と
し
た
の
で
あ
る
。
松
方

デ
フ
レ
か
ら
の
圓
復
過
程
に
お
い
て
、
村
落
共
同
体
秩
序
は
依
然
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
お
り
、
朋
友
社
は
そ
う
し
た
秩
序
を
維
持

す
る
組
織
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
①
　
多
仁
前
掲
書
一
八
四
～
一
八
五
頁
図
表
1
3
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
「
青
年
」
及
び
「
青
年
会
」
の
語
の
成
立
．
普
及
に
つ
い
て
は
、
多
仁
前
掲
書

　
②
萩
原
進
『
群
馬
県
腎
年
史
』
（
～
九
五
七
年
）
一
四
～
一
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
皿
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
年
力
）

　
③
　
安
丸
前
掲
論
文
四
五
九
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
岩
滝
役
場
文
書
中
『
明
治
□
総
代
進
達
綴

　
④
　
小
室
信
夫
は
一
八
六
九
年
か
ら
七
〇
年
ま
で
岩
鼻
県
権
知
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
謝
郡
第
六
組
岩
滝
村
』
に
よ
る
。
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⑦
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
京
都
府
庁
文
書
町
村
沿
革
調
1
1
－
2
『
与
謝
郡
町
村

　
沿
革
調
』
（
一
八
入
七
年
）
。

⑧
　
　
『
悶
署
藩
四
望
勤
眺
』
し
口
巻
（
一
九
一
山
ハ
年
）
参
昭
…
。

⑨
板
列
神
社
蔵
岩
滝
区
有
文
書
。

⑩
　
　
『
山
石
滝
町
敦
叫
』
（
一
九
七
〇
年
）
四
六
六
百
ハ
。

⑩
　
岩
滝
区
有
文
霧
中
、
一
八
七
八
年
一
月
二
五
日
改
の
『
村
内
小
前
等
位
表
』
に

　
よ
る
。
な
お
小
室
佐
喜
蔵
は
小
室
信
夫
の
長
男
で
あ
る
。

⑫
⑦
参
照
。

⑩
　
岩
滝
区
有
文
書
中
『
村
会
議
決
議
綴
』
所
収
。

⑭
　
同
右
中
『
明
治
十
七
年
七
月
　
協
議
会
決
定
録
　
岩
滝
村
』
。

⑯
幕
藩
体
糊
下
の
村
を
、
「
行
政
の
末
端
単
位
と
し
て
の
村
」
と
「
生
活
共
同
体
と

　
し
て
の
村
」
の
二
側
面
か
ら
成
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
、
維
薪
後
両
者
が
別
個
の

　
発
展
過
程
を
と
る
と
い
う
図
式
は
、
地
方
自
治
制
研
究
の
主
流
を
形
成
し
て
き
た

　
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
人
民
協
議
の
寄
合
と
町
村
会
の
機
能
分
担
を
説
く

　
徳
田
良
治
「
明
治
初
年
の
町
村
会
の
発
達
」
（
『
法
律
時
報
』
第
｛
四
巻
第
六
号
、

　
第
一
五
巻
第
一
号
、
　
九
囎
二
年
、
の
ち
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
『
明
治
権
力

　
の
法
的
構
造
騙
所
紋
）
。
岩
滝
村
の
例
は
、
村
落
共
同
体
内
で
寄
合
と
町
村
会
が

　
異
な
っ
た
機
能
を
持
つ
と
す
る
通
説
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
が
、
後
考
を
期
し
た
い
。

⑯
　
岩
滝
役
場
文
書
中
『
明
治
三
年
　
村
入
用
控
慢
』
。

⑰
岩
滝
区
有
文
書
中
「
村
内
役
員
目
録
」
。

⑱
宮
津
市
教
育
萎
員
会
・
宮
津
市
文
化
財
保
護
委
員
会
『
資
料
天
橋
義
塾
』
上
巻

　
（
一
九
七
八
年
）
一
九
　
頁
。

⑲
　
今
西
一
『
近
代
日
本
成
立
期
の
民
衆
運
動
』
（
柏
書
房
、
一
九
九
一
年
）
＝
一
九

　
頁
、
表
－
1
1
。

⑳
　
丹
後
に
お
け
る
地
租
改
正
及
び
そ
の
後
の
地
価
修
正
運
動
に
つ
い
て
は
、
今
西

　
一
「
帝
国
議
会
開
設
前
夜
の
地
価
修
正
運
動
ー
ー
京
都
府
下
丹
後
の
一
慕
例
一
」

　
（
『
史
林
』
六
九
巻
六
号
、
一
九
八
六
年
、
の
ち
今
西
前
掲
書
に
所
収
）
。

⑳
　
安
丸
前
掲
論
文
四
五
九
頁
。

⑫
Ψ
　
『
岩
漕
即
村
拙
帥
騒
巻
下
（
一
九
一
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
み
く
祭
」
と
は
、
撚
少
鋤
朔
甕

　
の
大
名
行
列
を
擬
し
て
練
り
歩
く
　
種
の
時
代
行
列
で
あ
り
、
元
々
は
三
年
毎
に

　
行
な
わ
れ
て
い
た
。

⑱
中
由
太
郎
『
厩
本
若
者
史
』
（
春
陽
覚
、
一
九
三
〇
年
）
一
四
二
頁
。

＠
　
岩
滝
区
有
文
欝
中
の
一
八
七
五
・
七
六
年
の
各
種
割
帳
に
よ
る
。

⑮
　
守
屋
毅
『
村
芝
居
i
近
世
文
化
史
の
裾
野
か
ら
一
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
八

　
年
）
一
〇
一
～
一
〇
九
頁
に
お
い
て
、
明
治
期
の
村
芝
居
の
推
移
が
簡
単
に
検
討

　
さ
れ
て
い
る
。

⑳
岩
滝
区
有
文
警
中
『
大
宝
恵
』
所
収
。

⑰
　
岩
滝
役
場
文
面
中
『
元
治
元
年
弓
木
喧
嘩
入
用
』
。

⑱
　
岡
右
中
『
元
治
元
年
入
用
帳
』
。

⑳
険
山
区
有
文
書
中
『
友
楽
社
規
縄
帳
勝
論
蚊
。
一
九
＝
一
年
の
社
則
第
三
条
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
リ
）

　
は
、
「
他
村
ヨ
リ
入
ル
込
み
た
る
娘
之
処
へ
夜
遊
び
制
電
こ
と
集
会
に
於
て
堅
ク

　
梢
濁
乱
」
と
し
て
、
他
村
出
身
の
女
性
へ
の
夜
彊
い
を
厳
禁
し
て
い
る
。
村
の
娘

　
は
そ
の
村
の
若
者
の
も
の
と
い
う
観
念
が
こ
の
時
点
で
も
強
く
生
き
て
い
た
事
を

　
う
か
が
わ
せ
る
。

⑳
前
掲
『
岩
滝
町
誌
』
四
六
九
頁
。
宮
津
藩
政
時
代
に
は
、
「
嫁
取
鯉
取
之
節
若

　
き
者
共
石
打
水
あ
ひ
せ
其
外
狼
籍
之
儀
ニ
テ
振
舞
山
霧
懸
候
族
有
之
」
（
宮
津
在

　
方
法
令
条
目
並
御
法
度
書
）
状
況
で
あ
っ
た
が
、
前
掲
『
与
謝
郡
町
村
沿
革
調
』

　
が
編
纂
さ
れ
た
一
八
八
七
年
の
時
点
で
は
「
鼻
口
婚
礼
ノ
夜
礫
ヲ
拗
ツ
等
ノ
コ
ト

　
ア
リ
シ
ト
錐
、
今
ハ
此
悪
醜
一
ナ
シ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
弾
右
者
仲
間
に
よ
る
婚
礼
妨

　
害
行
為
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
よ
う
で
あ
る
。

⑳
　
中
郡
大
宮
町
上
常
吉
区
有
文
書
中
『
（
豊
岡
県
布
達
綴
）
』
所
収
。

⑳
　
た
と
え
ば
与
謝
郡
餅
屋
村
畑
区
に
お
い
て
も
、
一
八
七
三
年
従
来
の
若
連
中
が

　
朋
友
中
へ
と
名
称
変
更
し
て
い
る
（
世
麗
村
畑
青
年
団
『
同
志
青
年
団
史
』
一
九

　
二
六
年
）
。
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⑱
⑭
＠
　
前
掲
『
大
宝
恵
』
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
年
力
）

A
⑯
　
岩
滝
役
柵
切
文
書
－
甲
鴨
明
仏
順
［
口
口
口
国
母
五
代
進
達
轍
臓
　
与
轍
剛
郡
筋
弟
轟
ハ
枷
祖
山
石
滝
村
』
所

　
収
「
預
り
受
証
書
」
。

⑳
　
一
八
九
二
年
の
「
村
社
の
奉
納
品
・
建
築
費
」
欄
の
二
一
四
円
余
は
、
隣
村
樗

　
木
村
に
対
抗
し
踊
り
櫓
を
新
築
し
た
費
用
で
あ
る
。
一
八
九
澱
年
の
支
出
増
大
は
、

第
二
章

　
日
清
戦
争
の
戦
勝
を
祝
い
、
久
方
振
り
に
大
祭
を
挙
行
し
た
た
め
で
あ
る
。

⑱
　
以
下
の
経
緯
は
、
岩
滝
区
有
文
書
中
「
八
八
八
年
『
集
会
要
件
録
』
に
よ
る
。

⑳
　
以
下
の
経
緯
は
、
同
右
中
一
八
八
九
年
『
集
会
要
録
』
に
よ
る
。

⑩
　
詞
右
。

明
治
申
・
後
期
に
お
け
る
青
年
会
の
存
在
形
態

　
－
竹
野
郡
浅
茂
州
村
矯
正
社
の
事
例
1

　
岩
滝
村
の
若
連
中
は
、
村
方
の
規
制
が
強
ま
る
の
に
対
し
、
依
然
と
し
て
近
世
来
の
民
俗
的
伝
統
に
基
い
て
行
動
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
学
校
教
育
を
う
け
た
子
供
た
ち
が
青
年
に
達
し
始
め
る
明
治
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
各
地
で
「
夜
学
会
」
や
「
青
年
会
」
が
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
、
幹
部
た
ち
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
の
下
、
若
者
仲
間
自
体
が
村
の
「
近
代
化
」
の
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
例
が
出
て
く
る
。
岩
滝

村
の
よ
う
に
、
村
方
か
ら
一
方
的
に
規
綱
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
自
ら
が
風
俗
・
生
活
レ
ベ
ル
で
の
規
律
化
を
担
う
事
に
よ
っ
て
、
村
落

共
岡
体
内
部
で
の
位
置
を
改
め
て
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
京
都
府
竹
野
郡
難
平
川

村
の
「
矯
正
社
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
襯
節
　
矯
正
社
の
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
浅
茂
川
村
は
、
近
世
以
来
丹
後
縮
緬
の
産
地
と
し
て
栄
え
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
で
戸
数
二
〇
六
戸
、
こ
の
時
点
で
隣
接
す
る
網
野
村

と
家
並
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
景
観
的
に
も
町
場
化
し
た
村
で
あ
る
。

　
矯
正
社
創
立
の
模
様
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
本
社
創
立
の
起
因
は
、
在
来
の
青
年
団
体
が
組
織
甚
だ
不
完
全
で
あ
っ
て
毫
も
確
乎
た
る
主
義
定
見
無
く
、
常
に
頑
迷
固
随
に
安
ん
じ
、
穂
も
す
れ
ば
野

　
　
蛮
的
行
為
に
出
る
を
も
敢
て
潭
ら
ぬ
と
日
ふ
様
な
状
態
を
新
進
有
為
の
青
年
は
大
い
に
慨
嘆
の
余
り
、
断
然
起
て
根
本
的
是
が
革
新
を
絶
叫
し
た
る
の
で
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あ
る
。
無
論
手
枕
粉
議
百
出
し
て
随
分
激
烈
な
衝
突
も
あ
っ
た
が
、
兎
に
単
一
団
体
を
し
て
全
く
消
減
せ
し
め
、
而
し
て
明
治
廿
弐
年
一
月
、
初
め
て
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
会
の
為
め
進
ん
で
矯
正
の
任
務
に
当
た
ら
ん
と
日
ふ
主
旨
の
基
に
本
社
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
矯
正
社
は
旧
暦
の
明
治
二
二
年
一
月
、
つ
ま
り
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
と
時
を
舎
わ
せ
、
旧
来
の
若
連
中
の
「
穂
も
す
れ
ば
野
蛮
的
行
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

出
る
」
点
を
批
判
し
て
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
入
社
資
格
は
一
五
歳
以
上
の
男
子
で
、
結
婚
す
る
と
退
社
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、

縮
緬
職
工
が
多
い
た
め
、
他
町
村
の
者
で
も
同
村
に
六
〇
日
以
上
居
住
す
る
者
は
、
保
証
人
を
立
て
入
社
を
希
望
す
れ
ば
許
さ
れ
る
点
が
特
徴

　
　
　
⑤

的
で
あ
る
。
山
中
常
之
助
・
堀
新
蔵
と
い
っ
た
矯
正
社
創
立
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
家
は
、
二
〇
等
に
分
け
ら
れ
た
戸
数
割
等
級
で
は
五
等
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

八
等
に
属
し
て
お
り
、
中
の
上
層
の
子
弟
で
あ
っ
た
。

　
矯
正
社
は
、
村
に
お
け
る
「
近
代
化
」
の
担
い
手
を
任
じ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
だ
け
に
、
そ
の
活
動
は
次
の
三
つ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
一
は

風
俗
改
良
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
民
俗
的
伝
統
の
改
変
、
第
二
に
村
の
警
防
組
織
と
し
て
の
活
動
、
第
三
は
、
特
に
日
露
戦
争
中
の
銃
後
の
活

動
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
そ
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ω
風
俗
改
良

　
次
の
史
料
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
、
村
会
議
員
の
発
議
に
よ
り
、
矯
正
社
が
所
有
す
る
幕
・
舞
台
な
ど
の
芝
居
道
具
の
売
却
を
企
て

た
際
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
其
実
（
矯
正
社
－
飯
塚
）
に
於
て
無
用
の
長
物
あ
り
。
彼
の
芝
居
に
供
す
る
幕
舞
台
等
は
無
益
の
甚
し
き
も
の
な
れ
ば
、
早
く
売
捌
き
し
て
有
益
の
事

　
　
業
を
起
す
べ
し
。
現
今
の
社
会
に
於
て
村
演
劇
等
を
企
つ
る
の
時
勢
に
非
ら
ず
。
故
に
二
業
売
却
す
れ
ば
後
年
に
至
り
如
何
な
る
野
人
出
て
演
劇
を
謀
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
も
、
其
憂
を
断
つ
る
の
一
端
と
も
な
れ
ば
、
速
に
売
却
す
べ
し
。

　
浅
茂
川
村
も
他
の
多
く
の
焦
々
と
同
じ
く
、
「
往
古
ヨ
リ
村
演
劇
ニ
ハ
村
内
挙
テ
狂
奔
シ
、
総
テ
狂
気
ノ
沙
汰
二
出
ル
如
キ
ノ
習
慣
」
を
持

つ
村
で
あ
っ
た
。
こ
の
習
慣
の
根
を
絶
つ
た
め
に
、
道
自
筆
切
を
売
捌
き
、
そ
の
資
金
で
何
か
有
益
の
事
業
を
企
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

村
会
議
員
や
矯
正
社
幹
部
に
と
つ
で
、
現
在
は
「
村
演
劇
ヲ
企
ッ
ル
ノ
時
勢
扁
で
は
な
く
、
芝
屡
道
具
を
売
っ
て
さ
え
し
ま
え
ぼ
、
後
年
に
至

18 （18）
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り
い
か
な
る
「
賢
人
」
が
繊
て
も
村
芝
居
は
行
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
村
会
議
員
の
意
思
を
う
け
、
矯
正
社
社
長
・
幹
事
は
桂
員

を
説
得
し
、
一
応
の
同
意
を
得
た
。
し
か
し
羅
売
り
当
日
、
村
民
た
ち
は
、
　
「
村
内
協
議
ニ
テ
調
製
セ
シ
諸
器
ヲ
シ
テ
、
今
度
村
内
一
二
応
ノ

協
議
．
ハ
シ
モ
ナ
ク
、
議
員
ノ
ミ
ノ
胸
中
ニ
テ
金
売
」
り
し
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
も
し
も
「
今
後
風
俗
変
遷
シ
演
劇
ヲ
企
ツ
ル
時
期
」
が
き

た
な
ら
ば
、
議
員
の
み
で
芝
居
道
具
を
調
達
す
る
旨
の
契
約
書
を
貰
い
受
け
た
い
と
迫
る
。
矯
正
社
幹
部
た
ち
が
「
村
内
頑
順
ノ
者
共
」
と
決

め
つ
け
た
一
般
の
村
民
た
ち
の
認
識
で
は
、
明
治
維
新
後
の
二
〇
数
年
に
わ
た
る
文
明
開
化
も
、
後
戻
り
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
結
局
、
議
員
・
矯
正
社
幹
部
た
ち
は
、
村
内
秩
序
が
そ
こ
な
わ
れ
る
の
を
恐
れ
、
芝
居
道
具
売
却
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
青
年
会
の
風

俗
改
良
は
、
取
り
も
直
さ
ず
村
全
体
の
風
俗
改
良
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
を
推
し
進
め
る
村
長
・
村
会
議
員
・
矯
正
社
幹
部
へ
の
抵

抗
も
、
矯
正
社
一
般
成
員
の
み
で
な
く
一
般
の
村
民
へ
の
広
が
り
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　
村
社
水
無
月
神
社
祭
典
期
臼
も
、
「
近
代
化
」
と
民
俗
的
伝
統
が
衝
突
し
た
問
題
で
あ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
、
京
都
府
で
は
「
再
帰

熱
漏
な
る
伝
染
病
が
流
行
し
、
府
当
局
は
五
月
二
五
日
目
府
知
事
山
田
信
道
名
で
京
都
府
告
諭
第
二
号
を
発
し
、
伝
染
病
予
防
方
法
を
訓
令
し

⑨た
。
こ
れ
を
う
け
て
浅
茂
川
村
長
松
田
量
は
、
祭
典
期
日
を
旧
来
の
陰
暦
六
月
末
か
ら
陽
暦
六
月
宋
に
変
更
す
る
よ
う
提
案
す
る
。
政
府
に
よ

る
太
陽
暦
へ
の
転
換
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
二
月
で
あ
っ
た
が
、
村
社
会
の
一
年
の
サ
イ
ク
ル
は
依
然
と
し
て
大
陰
暦
で
回
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
矯
正
社
幹
部
は
早
速
祭
り
の
実
働
部
隊
で
あ
る
社
員
の
説
得
に
か
か
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
「
一
は
専
陽
主
義
社
会
変
進
の
一
班
を

露
す
も
の
、
一
は
衛
生
上
従
来
期
日
に
比
す
れ
ば
少
し
く
弛
速
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
の
思
想
よ
り
起
こ
り
し
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
尊

陽
主
義
」
、
　
つ
ま
り
太
陽
暦
の
採
用
こ
そ
が
社
会
進
歩
の
理
に
か
な
い
、
そ
の
上
太
陽
暦
六
月
に
変
更
す
る
事
で
炎
天
下
で
の
祭
り
は
避
け
ら

れ
る
か
ら
衛
生
上
も
良
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
翼
翼
十
中
八
九
矯
正
の
二
字
を
智
頭
す
る
に
も
不
拘
大
に
不
平
を
唱
え
し
も
の
あ
扁
る
状

況
で
は
あ
っ
た
が
、
幹
部
の
説
得
は
実
を
結
び
、
陽
暦
へ
の
変
更
と
な
っ
た
。
し
か
し
陽
暦
六
月
は
丁
度
梅
雨
の
時
期
で
あ
る
。
同
年
の
祭
典

は
早
天
、
し
か
も
夜
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
雷
爾
が
激
し
く
な
り
、
散
々
な
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
事
が
響
き
、
翌
年
か
ら
祭
り
は
陰
暦
へ
と
戻

　
　
　
　
⑩

る
の
で
あ
る
。
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衛
生
上
の
危
倶
は
、
三
年
後
の
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
年
は
赤
痢
の
流
行
が
あ
り
、
京
都
府
は
祭
典
な

ど
人
の
集
ま
る
催
し
事
禁
止
を
達
し
た
。
雲
気
川
村
で
も
患
者
の
発
生
を
見
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矯
正
社
は
、
「
本
村
ハ
古
来
ヨ
リ
、

悪
疫
流
行
ノ
際
ハ
村
中
神
輿
渡
御
ヲ
奏
ス
ル
時
ハ
、
御
神
ノ
威
力
ニ
テ
如
何
ナ
ル
悪
疫
モ
忽
然
消
滅
ス
ル
事
ハ
、
虚
説
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
村
民
ノ

能
ク
知
ル
処
ナ
リ
」
と
し
、
祭
り
を
執
行
し
な
い
時
の
神
の
実
り
を
振
り
か
ざ
し
て
、
村
方
に
対
し
て
「
休
頼
」
を
強
要
す
る
挙
に
出
た
の
で

あ
る
。
京
都
府
と
、
神
威
を
背
に
し
た
矯
正
社
と
の
板
ば
さ
み
に
あ
っ
た
村
方
の
決
定
に
よ
り
、
「
夜
陰
潜
二
」
神
輿
の
渡
御
を
行
う
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

異
様
な
事
態
と
な
っ
た
。

　
翌
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
、
ま
た
し
て
も
祭
典
期
日
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
き
た
。
府
か
ら
の
訓
令
で
は
陰
暦
で
の
祭
典
執
行
を
困
難
と

み
た
村
会
議
員
の
依
頼
で
、
矯
正
社
社
長
・
幹
事
が
再
び
社
員
へ
の
説
得
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
模
様
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

20　（20）

　
　
総
集
会
ヲ
開
キ
社
長
紀
唾
テ
衆
二
謂
テ
聞
ク
、
我
々
灰
二
聞
ク
、
水
銀
描
月
祭
血
ハ
ヲ
川
執
行
ス
ル
ヤ
、
旧
例
ニ
ナ
ラ
ハ
ス
妄
二
時
R
門
ヲ
過
ツ
時
ハ
、
神
H
慮
二
逆
フ

　
　
ユ
や
暴
風
雨
二
遇
ヒ
一
慶
ト
シ
テ
好
結
果
ヲ
奏
ス
ル
事
有
リ
シ
ヲ
聞
カ
ス
ト
、
園
長
ク
疑
惑
ノ
熱
二
葉
カ
サ
レ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ソ
カ
、
神
慮
如
何
ヲ
知
ル
可

　
　
ラ
ス
ト
錐
、
　
一
歩
退
キ
テ
之
ヲ
考
フ
レ
ハ
、
晴
雨
ハ
天
然
ナ
レ
ハ
旧
例
二
基
キ
タ
リ
ト
テ
晴
天
ノ
保
証
モ
覚
束
ナ
カ
ラ
ソ
、
既
ニ
シ
テ
村
会
議
員
ハ
本
月

　
　
拾
弐
日
ヲ
以
テ
該
祭
典
ヲ
執
行
セ
ン
ト
協
議
ナ
リ
、
之
偏
二
衛
生
専
心
ノ
議
員
ノ
志
ニ
シ
テ
（
中
略
）
我
意
二
六
リ
対
鐸
ナ
サ
ハ
他
ノ
膿
笑
ヲ
求
ム
ル
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
我
好
マ
サ
ル
所
ナ
リ

　
旧
習
に
習
わ
ず
に
時
日
を
動
か
し
て
神
慮
に
さ
か
ら
っ
た
た
め
に
暴
風
雨
に
あ
っ
た
と
す
る
社
員
た
ち
に
対
し
、
天
候
は
自
然
の
産
物
で
あ

り
旧
暦
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
晴
天
の
保
証
は
な
い
、
衛
生
に
専
心
努
力
し
て
い
る
村
会
議
員
の
志
を
無
に
し
自
説
に
固
執
す
れ
ば
、
周
囲
か
ら

笑
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
、
と
幹
部
た
ち
は
諭
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
浅
茂
川
村
で
は
、
一
九
〇
〇
年
を
境
に
太
陽
暦
で
の
祭
典
実
施
が
定
着
す

る
。
府
当
局
の
衛
生
政
策
を
う
け
と
め
た
村
会
議
員
と
矯
正
社
幹
部
が
一
体
と
な
っ
て
、
大
半
の
社
員
が
依
拠
す
る
民
俗
的
伝
統
の
改
変
に
成

　
　
　
　
　
　
⑬

功
し
た
の
で
あ
る
。
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②
村
の
警
紡
組
織

　
村
の
警
防
組
織
と
し
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
賭
博
取
締
の
実
行
部
隊
と
し
て
の
活
動
で
あ
っ
た
。
幕
末
に
お
け
る
賭
博
の
広
が
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

周
知
の
事
実
で
あ
り
、
明
治
初
年
、
各
府
県
は
こ
ぞ
っ
て
博
変
厳
禁
を
達
し
て
い
る
。
そ
こ
で
理
由
と
さ
れ
た
の
も
ま
た
家
業
へ
の
差
障
り
で

あ
り
、
豊
岡
県
が
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
駁
し
た
布
達
で
も
、
二
、
博
突
諸
勝
負
之
儀
ハ
古
来
厳
禁
之
処
、
犯
法
聖
者
不
鮮
趣
二
付
先
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

テ
モ
触
達
置
歌
、
博
変
ハ
儒
儀
ヲ
失
ヒ
家
産
ヲ
破
風
俗
ヲ
乱
シ
、
遂
ニ
ハ
諸
悪
業
不
為
事
ナ
キ
至
根
元
ナ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
明
治
二
〇
年
代
に
な
っ
て
も
賭
博
流
行
の
大
勢
は
変
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
に
成
立
し
始
め
る
青
年
会
の
掲
げ
た
風
俗
改
良
の
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

柱
は
、
賭
博
厳
禁
の
村
内
で
の
実
行
で
あ
っ
た
。
浅
茂
川
村
で
も
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
、
以
下
の
よ
う
な
賭
博
取
締
規
約
を
設
け
、
矯
正

社
に
そ
の
取
締
を
委
ね
て
い
る
。

　
　
　
　
　
賭
博
取
締
規
約

　
　
箪
工
条
　
財
評
物
董
飲
食
計
物
ヲ
鰭
…
シ
テ
博
突
ヲ
寸
為
ス
コ
ヲ
伯
得
ズ

　
　
　
但
正
当
ノ
営
業
ヲ
以
テ
餌
樗
蒲
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ

　
　
第
二
条
　
晶
則
条
ヲ
犯
シ
困
却
家
麗
ヲ
貸
与
シ
タ
ル
者
ヲ
発
筒
兄
ス
ル
ト
キ
ハ
速
二
期
欝
察
署
へ
密
馬
験
シ
且
ツ
違
約
金
五
円
ヲ
出
金
セ
シ
ム

　
　
第
三
条
　
僕
碑
ニ
シ
テ
房
室
ヲ
貸
与
シ
タ
ル
場
合
二
方
テ
ハ
本
人
ヨ
リ
参
円
主
人
ヨ
リ
弐
円
ノ
違
約
金
ヲ
出
金
セ
シ
ム

　
　
第
四
条
　
無
資
力
ニ
テ
琉
金
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
父
兄
留
口
親
族
ヨ
リ
出
金
セ
シ
ム
尚
ホ
何
レ
モ
無
資
力
ナ
ル
ト
キ
ハ
道
路
修
繕
等
ノ
人
夫
二
壱
日

　
　
　
弐
拾
銭
ノ
割
ヲ
以
テ
使
役
ス

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条

第
九
条

違
犯
再
三
一
一
及
ブ
モ
ノ
ハ
度
外
人
卜
見
倣
シ
交
際
ヲ
謝
絶
ス

晶
嗣
各
久
不
ノ
取
纏
岬
ハ
豚
胴
正
社
二
托
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

矯
正
社
員
ニ
シ
テ
違
犯
血
欄
発
門
見
ノ
血
個
ヘ
ハ
一
回
欄
外
A
嵐
士
官
円
ヲ
払
禰
シ
尚
　
嫌
胴
正
社
ヘ
モ
五
姶
…
銭
ノ
金
額
ヲ
螂
禰
与
ス

前
条
ノ
給
与
金
ヲ
除
タ
、
剰
鯨
ア
ル
ト
キ
剛
率
…
正
社
ノ
名
義
ヲ
以
テ
本
村
基
本
財
産
二
寄
付
セ
シ
ム

寄
留
者
ハ
勿
論
六
十
買
以
上
滞
在
ノ
者
ハ
総
テ
当
字
住
民
ト
見
極
シ
此
規
約
ヲ
適
用
ス
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第
十
条
　
此
規
約
ハ
本
日
ヨ
リ
施
行
ス

右　
　
　
　
ロ
ロ

一
掌
・
福
島
鋪
ヨ
リ
釣
溜
池
ノ
石
ヲ
採
取
ス
ル
コ
ヲ
得
ズ
犯
ス
者
ハ
違
約
金
壱
円
ヲ
出
金
セ
シ
ム

　
　
　
　
ス
輩

｛
字
岡
ノ
植
松
ヲ
切
ル
コ
ヲ
得
ズ
若
シ
犯
ス
者
ハ
違
約
金
五
拾
銭
ヲ
出
金
セ
シ
ム

右右
本
月
ノ
区
総
会
二
於
テ
協
議
決
定
候
二
曲
テ
ハ
前
条
之
通
確
守
ス
ヘ
キ
フ
ヲ
証
ス
ル
為
メ
薙
二
字
浅
紫
川
住
民
一
同
署
名
捺
印
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
明
治
廿
六
年
三
月
八
日

　
第
二
条
で
賭
博
犯
を
発
見
し
た
時
に
は
「
速
二
警
察
署
へ
密
告
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
違
反
老
を
警
察
に
引
き
渡
し
た

例
は
な
い
。
第
六
条
に
お
い
て
賭
博
取
締
が
矯
正
社
の
任
務
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
第
七
条
で
は
、
違
反
者
を
摘
発
す
る
こ

と
に
、
矯
正
社
に
五
〇
銭
を
与
え
る
事
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
賭
博
取
締
は
、
矯
正
社
の
収
入
源
で
も
あ
っ
た
。
第
九
条
で
寄
留
者
を
も
取
締

規
約
の
対
象
と
し
た
の
は
、
同
村
に
縮
緬
職
工
が
多
数
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
賭
博
取
締
規
約
の
後
に
付
さ
れ
て
い
る
一
ッ
書
二
条
は
、
漁
業
に
関
わ
る
規
定
で
あ
り
、
漁
礁
と
し
て
の
石
や
魚
附
林
と
し
て
の
松
を
保
護

す
る
任
務
を
矯
正
社
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
賭
博
取
締
規
約
制
定
後
約
一
五
年
閥
で
矯
正
社
が
摘
発
し
制
裁
を
加
え
た
事
件
は
一
八
件
、
処
罰
老
は
七
七
名
に
上
っ
て
い
る
が
、
一
八
九

六
（
明
治
二
九
）
年
陰
暦
一
月
二
三
臼
の
事
件
を
例
に
、
そ
の
具
体
相
を
見
て
み
た
い
。

同
年
同
月
廿
三
艮
夜
、
本
社
幹
事
浜
岡
盛
蔵
氏
議
員
大
橋
国
蔵
氏
組
長
山
田
伝
蔵
氏
外
数
名
ト
共
二
同
日
午
後
拾
弐
時
頃
、
山
崎
平
治
郎
宅
賭
博
犯
葬
潜

ヲ
捕
ヘ
シ
為
メ
、
該
孤
舟
裂
ノ
戸
ヲ
開
テ
突
入
ス
、
聾
者
胆
ヲ
天
外
二
三
シ
周
章
狼
狽
納
戸
ロ
ヨ
リ
逃
虫
リ
タ
リ
、
為
手
一
一
人
員
確
乎
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス
ト

錐
モ
、
会
席
ノ
有
様
及
木
履
ノ
数
ヲ
見
テ
察
ス
レ
ハ
、
是
必
ス
五
穴
名
酒
リ
シ
ニ
相
違
ナ
シ
、
証
葱
物
ト
シ
テ
席
上
散
在
ス
ル
骨
牌
煙
草
入
ヲ
獲
テ
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

処
二
帰
リ
直
様
報
鼓
、
総
集
会
ト
ナ
ル
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右
の
カ
ル
タ
賭
博
で
処
罰
を
う
け
た
者
は
五
人
を
数
え
、
内
一
人
は
竹
野
郡
聞
人
村
か
ら
伊
勢
喜
と
い
う
屋
号
を
持
つ
田
茂
井
家
に
車
夫
と

し
て
雇
わ
れ
て
い
た
勝
蔵
、
さ
ら
に
一
人
は
隣
の
熊
野
郡
か
ら
下
男
と
し
て
山
崎
家
に
入
っ
て
い
た
定
蔵
で
あ
っ
た
。
博
変
に
は
多
く
他
村
出

身
の
奉
公
人
が
絡
ん
で
い
た
が
、
彼
ら
は
矯
正
社
に
加
盟
し
て
お
ら
ず
、
青
年
団
体
の
後
盾
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
女
性
が
賭
博

に
加
わ
っ
て
処
罰
を
う
け
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
陰
暦
元
旦
に
摘
発
さ
れ
た
事
件
で
は
、
処
罰
者
五
人
中
三
人
が

未
婚
の
女
性
で
あ
っ
た
。

　
岩
滝
村
の
場
合
と
同
じ
く
、
山
番
も
矯
正
祉
の
任
務
で
あ
っ
た
。
倶
し
浅
茂
川
村
の
山
林
保
護
取
締
法
で
は
、
私
有
林
の
警
備
・
制
裁
も
矯

正
社
の
担
当
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
〇
四
（
開
治
三
七
）
年
四
月
一
七
碍
に
起
き
た
前
村
長
野
村
市
五
郎
所
有
山
林
の
盗
伐
事
件
の
際
は
、

同
家
傭
人
が
届
出
た
証
拠
物
に
基
き
、
二
名
の
盗
伐
者
に
制
裁
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
時
の
制
裁
は
、
被
害
者
野
村
市
五
郎
を
原
告
、
盗
伐
老

二
人
を
被
告
、
被
告
の
代
人
と
し
て
出
頭
し
た
親
族
を
弁
護
人
、
矯
正
社
社
長
を
判
事
、
同
社
評
議
員
を
陪
席
検
事
に
見
立
て
て
、
審
問
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
模
様
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
前
略
）
判
事
ナ
ル
社
長
ハ
先
ヅ
山
林
保
護
取
締
法
井
二
本
村
規
約
ノ
大
要
ヲ
述
ブ
、
陪
席
検
薯
タ
ル
評
議
員
ハ
右
被
告
違
犯
ノ
証
跡
ヲ
挙
ゲ
、
本
村
規

　
　
約
ノ
条
件
三
階
ヅ
キ
定
額
ノ
違
約
金
ヲ
出
サ
レ
ン
コ
ト
ヲ
宣
告
ス
、
之
レ
切
言
シ
被
告
代
人
弁
護
士
日
ク
、
最
モ
被
告
ノ
本
村
規
約
ヲ
無
視
シ
且
ツ
矯
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
社
ヲ
度
外
視
シ
以
テ
違
犯
セ
シ
件
ハ
、
貴
宮
二
向
ヒ
少
シ
モ
弁
駁
ヲ
コ
・
ロ
ム
ル
余
地
ナ
シ
、
違
犯
ノ
図
録
頭
平
身
謝
セ
サ
ル
可
ラ
ス
（
後
略
）

　
矯
正
社
に
と
っ
て
右
の
よ
う
な
論
争
は
、
近
代
的
司
法
欄
度
を
村
社
会
の
中
で
体
現
す
る
行
為
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
日
露
戦
争
時
の
銃
後
の
酒
動

　
浅
茂
川
村
で
は
、
日
露
戦
争
に
際
し
、
山
中
常
之
助
・
山
崎
政
右
衛
門
・
志
水
重
三
郎
・
松
田
丈
吉
等
、
矯
正
社
創
立
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に

「
後
援
会
」
が
設
け
ら
れ
、
自
村
出
身
者
へ
の
通
信
・
慰
問
活
動
が
活
発
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
浅
茂
川
区
（
瞬
勢
位
川
村
）
公
民
館
に
は
、
そ

の
多
く
が
第
四
軍
に
所
属
し
た
同
村
出
身
出
征
兵
士
か
ら
の
後
援
会
宛
来
簡
、
及
び
後
援
会
か
ら
送
ら
れ
た
通
信
、
合
わ
せ
て
六
〇
〇
通
余
が

現
存
し
て
い
る
。
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通
信
は
主
に
、
戦
地
に
い
る
か
ら
こ
そ
情
報
の
入
り
に
く
い
戦
況
の
あ
ら
ま
し
を
知
ら
せ
、
次
に
郷
土
の
角
質
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
追
伸
と
し
て
、
「
母
上
始
メ
皆
々
無
事
御
安
慮
被
下
露
候
、
家
事
上
別
段
苦
慮
無
之
、
総
テ
御
懸
念
被
下
間
敷
候
、
御
寸
暇
有
之
際
ハ

必
ス
御
文
信
ノ
ミ
奉
待
入
候
　
平
左
衛
門
内
」
と
い
う
よ
う
に
、
出
征
兵
士
の
家
々
を
回
っ
て
父
母
や
妻
に
書
い
て
も
ら
っ
た
（
父
母
の
世
代
は

当
時
ま
だ
文
盲
が
多
く
、
後
援
会
員
が
話
を
書
き
取
っ
て
い
る
）
門
家
儒
」
を
載
録
し
、
最
後
に
「
秘
カ
ニ
」
そ
っ
と
し
の
ば
せ
た
慰
問
品
に
つ
い
て

書
き
添
え
る
。
ほ
ぼ
こ
う
し
た
形
の
通
信
が
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
二
月
五
日
付
の
「
第
六
十
信
」
に
至
る
ま
で
、
月
に
三
～
猟
通
の
割

で
戦
地
へ
と
送
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
ゴ

　
戦
地
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
出
征
兵
士
の
手
紙
は
、
紐
革
出
身
戦
死
傷
者
に
注
意
を
向
け
、
自
村
出
身
兵
士
を
訪
ね
合
っ
て
安
否
を
報
告
し
た

も
の
が
多
い
。
彼
ら
は
家
を
基
点
に
村
そ
し
て
郡
と
い
う
、
郷
土
と
の
深
い
つ
な
が
り
の
中
で
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
た
と
え

ば
野
村
利
喜
蔵
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
四
月
三
日
付
後
援
曇
霞
書
簡
で
、
奉
天
城
外
の
帝
陵
に
日
露
の
銃
弾
が
打
ち
こ
ま
れ
た
跡
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
）

て
、
「
地
下
の
霊
目
下
清
国
の
葬
運
お
見
如
何
二
痛
歎
悲
憤
せ
ら
れ
居
ら
ん
、
転
た
吾
に
比
べ
思
ふ
と
一
入
の
感
に
打
た
れ
た
、
松
吹
く
風
も

　
　
　
　
　
　
（
喉
）

何
と
な
く
鬼
嬰
鰍
々
の
声
か
あ
る
」
と
慨
嘆
し
、
日
本
帝
国
の
発
展
に
思
い
を
い
た
し
て
い
る
。
異
国
の
地
で
の
戦
闘
経
験
と
駐
留
体
験
は
素

直
に
国
家
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
、
出
征
兵
士
た
ち
は
何
の
疑
い
も
な
く
中
国
の
人
々
を
「
土
人
」
、
ロ
シ
ア
兵
を
「
露
助
」
と
呼
称
し
て
い
た

　
　
　
⑳

の
で
あ
る
。

　
後
援
会
の
通
信
・
慰
問
活
動
へ
の
協
力
以
外
の
、
矯
正
社
独
自
の
銃
後
の
活
動
も
、
出
征
兵
士
の
獄
送
迎
、
出
征
丘
ハ
士
の
武
運
長
久
を
祈
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
め
の
村
社
へ
の
裸
体
参
り
、
国
庫
債
券
へ
の
応
募
、
そ
し
て
戦
勝
の
報
の
た
び
に
繰
り
返
さ
れ
る
提
灯
行
列
と
、
実
に
多
彩
で
あ
っ
た
。
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
四
月
一
五
日
に
挙
行
さ
れ
た
網
野
町
（
浅
紅
川
村
は
日
露
戦
争
中
に
網
野
町
と
合
併
し
て
い
た
）
主
催
の
凱
旋
祝
賀
会

は
、
各
区
青
年
会
の
出
し
物
の
競
演
の
観
を
呈
し
、
盛
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
模
様
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
綱
野
区
ハ
種
々
ノ
造
物
ヲ
成
シ
テ
引
廻
シ
或
ハ
楽
隊
ヲ
組
織
シ
、
以
テ
各
々
白
粉
ヲ
装
ヒ
異
様
ノ
ぬ
立
ヲ
成
シ
テ
ロ
ス
キ
ー
ヲ
真
似
シ
、
或
ハ
支
邦
入
又

　
　
　
ハ
黒
人
ト
成
り
、
更
工
種
々
様
々
ナ
ル
肖
ヲ
現
、
転
タ
抱
腹
二
堪
エ
ザ
ラ
シ
ム
、
次
二
下
岡
区
ハ
楽
隊
ヲ
先
ト
シ
テ
模
造
軍
艦
ヲ
引
キ
テ
来
り
、
又
小
浜
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区
モ
同
ジ
ク
模
造
軍
艦
ヲ
引
キ
且
偉
優
ノ
如
キ
形
ヲ
成
シ
音
楽
ヲ
称
シ
来
ル
（
後
略
）

　
そ
し
て
殿
を
つ
と
め
た
矯
正
社
は
、
会
津
白
虎
隊
の
扮
装
で
登
場
し
、
一
場
の
演
説
の
後
剣
舞
、
そ
し
て
壮
士
踊
り
を
披
露
し
た
。
祝
賀
会

が
幕
を
閉
じ
て
か
ら
も
矯
正
赴
の
一
団
は
、
網
野
・
下
岡
・
小
浜
各
区
で
壮
士
踊
り
を
し
て
回
り
、
浅
茂
川
区
に
帰
っ
て
か
ら
は
戦
死
者
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
家
や
特
に
誹
り
を
招
待
し
た
家
の
前
で
壮
士
踊
り
を
挙
行
し
、
日
吉
神
社
に
至
っ
て
解
散
し
て
い
る
。
民
俗
的
伝
統
を
象
微
す
る
物
と
し

て
一
時
は
売
却
が
企
て
ら
れ
た
矯
正
社
所
有
の
芝
居
道
具
は
、
国
家
的
慶
事
に
不
可
欠
の
装
飾
物
と
し
て
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
さ
れ
る
事
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
日
露
戦
争
前
後
に
お
け
る
矯
正
社
の
動
揺

近代日本の青年団体（飯塚）

　
多
彩
な
活
動
を
展
開
し
て
き
た
矯
正
社
も
、
日
露
戦
争
前
後
に
な
る
と
若
干
の
動
揺
を
見
せ
始
め
る
。
第
一
は
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
｝
）
年

一
〇
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
刑
法
に
よ
り
、
矯
正
社
の
重
要
任
務
で
あ
っ
た
賭
博
取
締
が
警
察
の
手
に
移
っ
た
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
旧

刑
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
非
現
行
賭
博
犯
の
逮
捕
が
、
改
正
刑
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
翌
年
の
｝
月
二
二
日
、

賭
博
取
締
規
約
の
取
扱
い
に
関
す
る
浅
茂
川
区
長
の
問
合
せ
に
対
し
警
察
署
長
は
、
　
「
矯
正
社
員
ノ
挙
ゲ
タ
ル
罪
人
ヲ
警
察
二
於
テ
是
レ
ヲ
所

分
ス
ル
コ
ト
ハ
セ
ス
、
宜
敷
青
年
諸
鷺
二
警
戒
椙
願
度
」
と
答
え
て
い
る
が
、
以
後
矯
正
社
で
は
規
約
違
反
者
の
摘
発
・
制
裁
は
行
っ
て
い
な

噛
・
村
の
警
防
組
織
と
し
て
の
整
社
の
活
動
に
は
・
大
き
な
打
撃
で
あ
・
た
・

　
第
二
は
、
資
本
主
義
の
確
立
に
伴
い
個
々
の
家
の
事
誤
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
矯
正
社
の
社
員
に
対
す
る
拘
束
力
が
後
退
し
始
め
た

事
で
あ
る
。
と
り
わ
け
縮
緬
関
係
老
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
浅
茂
川
村
で
は
、
縮
緬
仲
買
商
等
の
中
に
、
自
ら
の
雇
人
た
ち
が
矯
正
社
の
活

動
に
よ
り
制
約
を
受
け
る
事
を
経
営
の
障
害
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
強
ま
り
、
両
者
の
対
立
か
ら
い
く
つ
か
の
事
件
が
発
生
す
る
。
以
下
で
は

ま
ず
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
六
月
の
池
辺
友
平
神
輿
守
護
欠
勤
事
件
を
取
り
上
げ
る
。
局
事
件
は
、
村
社
祭
典
の
夜
か
ら
翌
朝
の
神
輿
渡

御
ま
で
の
問
、
徹
夜
で
神
輿
守
護
を
行
う
の
が
矯
正
社
の
任
務
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幹
部
で
あ
る
組
長
の
池
辺
友
平
が
欠
勤
し
た
事
を
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発
端
と
す
る
。
池
辺
友
平
が
、
勤
め
先
の
浅
茂
川
村
最
大
の
縮
緬
仲
買
商
で
、
前
村
長
で
も
あ
る
野
村
市
五
郎
宅
に
い
る
と
見
た
矯
正
社
員
は
、

市
五
郎
宅
に
押
し
か
け
激
し
く
抗
議
す
る
。
こ
れ
に
対
し
市
五
郎
の
長
男
市
蔵
は
、
「
矯
正
社
青
年
団
体
ノ
位
置
ト
同
家
責
任
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

・
位
置
ト
ノ
相
違
」
を
述
べ
立
て
て
弁
駁
し
た
。
こ
の
時
池
辺
友
平
が
市
五
郎
家
か
ら
逃
げ
去
ろ
う
と
す
る
の
が
貿
撃
さ
れ
、
矯
正
騒
々
員
と

市
蔵
と
の
間
で
も
み
合
い
と
な
っ
た
際
に
、
市
蔵
が
社
員
を
突
き
と
ば
し
矯
正
社
へ
罵
言
を
あ
び
せ
た
と
い
う
の
が
経
過
で
あ
る
。
事
件
は
矯

正
社
総
員
の
怒
り
を
買
い
、
深
夜
市
五
郎
本
人
が
同
社
に
呼
び
出
さ
れ
る
に
至
る
が
、
市
五
郎
は
、
「
妾
夜
ノ
件
ト
錐
モ
可
成
粗
暴
二
流
レ
ザ

ル
様
、
殊
一
一
戸
ヲ
叩
キ
又
蹴
ル
等
ノ
行
為
ハ
将
来
日
付
テ
ナ
サ
ぼ
ル
方
得
策
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
、
矯
正
社
の
実
力
行
使
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対

し
社
長
は
、
「
神
輿
ヲ
守
護
ス
ル
ハ
重
大
ノ
任
務
ナ
ル
事
故
、
本
務
ヲ
欠
サ
ぐ
ル
様
充
分
徹
夜
ス
ベ
シ
、
若
シ
犯
ス
ラ
ク
ハ
房
屋
二
出
張
検
査
、

若
シ
在
宅
ノ
趣
ア
ル
ト
キ
ハ
、
土
足
ニ
テ
古
例
二
上
ヒ
許
ス
限
り
ノ
暴
行
ハ
妨
ゲ
ナ
シ
ト
論
告
ス
ル
ハ
畢
寛
怠
ヲ
戒
シ
メ
ン
が
為
生
憎
外
ナ
ラ

ズ
」
と
反
論
を
加
え
る
。
市
五
郎
は
そ
の
夜
は
謝
っ
て
引
き
下
が
っ
た
が
、
翌
朝
の
神
輿
渡
御
寸
前
、
社
長
に
警
察
署
へ
の
出
頭
通
知
が
適
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
。
神
輿
渡
御
の
際
の
矯
正
社
に
よ
る
報
復
を
恐
れ
た
野
村
市
五
郎
が
、
警
察
署
に
頼
ん
で
事
前
に
警
告
を
発
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
二

年
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
、
神
輿
守
護
に
際
し
欠
勤
者
が
生
じ
た
場
合
に
、
「
鐘
太
鼓
ヲ
持
チ
違
反
者
捜
索
二
着
手
シ
」
厳
し
い
欄
裁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

加
え
て
い
た
従
来
の
方
法
は
、
「
十
八
、
九
世
紀
ハ
イ
ザ
知
ラ
ズ
、
廿
世
紀
ノ
今
日
如
斯
野
蛮
世
世
差
二
於
テ
ハ
実
二
見
苦
シ
ク
、
社
会
ノ
笑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヲ
招
ク
ニ
忍
ビ
ズ
」
と
の
理
由
か
ら
廃
さ
れ
、
不
足
金
微
塵
を
も
っ
て
制
裁
と
す
る
事
に
決
し
て
い
る
。
こ
の
一
件
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に

よ
り
家
の
私
的
利
害
を
追
求
す
る
動
き
が
強
ま
る
中
で
、
村
落
共
同
体
ゆ
重
要
行
事
で
あ
る
神
事
祭
礼
の
執
行
主
体
と
し
て
の
矯
正
社
の
在
り

方
に
批
判
が
生
じ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。

　
同
年
の
祭
典
の
際
に
は
、
池
辺
徳
二
退
社
事
件
も
起
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
村
社
祭
典
準
備
を
欠
勤
し
た
池
辺
徳
二
に
不
足
金
を
課
し
た
の

に
対
し
、
恐
ら
く
彼
の
保
証
人
と
思
わ
れ
る
嵯
峨
根
粂
三
が
次
の
よ
う
な
書
状
を
矯
正
社
に
よ
こ
し
、
徳
二
を
退
社
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
徳
ニ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
近
時
要
務
ノ
楽
師
他
出
、
其
準
備
要
件
相
勤
メ
タ
キ
モ
之
ヲ
成
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ノ
地
二
出
張
セ
シ
者
二
不
足
金
ヲ
微
ス
ル
ハ
、
矯
正
社

　
　
ノ
矯
正
社
ニ
ア
ラ
ザ
ル
義
、
殊
二
小
生
在
社
中
斯
ク
ノ
如
キ
事
ハ
ナ
シ
タ
ル
事
ナ
ク
、
只
今
ハ
如
何
無
規
鋼
ア
ル
ニ
モ
セ
ヨ
如
斯
コ
ト
ハ
実
二
乱
暴
主
義
、
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近代日本の青年麟体（飯塚）

　
　
　
最
早
斯
カ
ル
野
蛮
ノ
社
会
へ
置
ク
ノ
要
ナ
シ
、
又
其
社
会
へ
向
ケ
退
社
料
タ
ル
モ
ノ
提
出
ス
ル
ノ
義
務
ナ
シ

　
矯
正
祉
は
年
齢
集
団
で
は
あ
っ
た
が
、
社
則
に
入
社
の
義
務
を
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
件
以
後
矯
正
社
未
加
入
者
が
次
第
に
増
加
し
、

後
述
す
る
一
九
一
六
・
一
七
（
大
正
五
・
六
）
年
の
新
町
膏
年
会
設
立
を
め
ぐ
る
紛
糾
の
際
に
も
、
未
加
入
者
問
題
は
矯
正
社
の
態
度
決
定
に
影

響
を
与
え
て
い
く
事
と
な
る
。
地
方
改
良
運
動
は
、
こ
う
し
て
矯
正
社
の
区
内
で
の
地
位
が
勤
揺
を
見
せ
た
時
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

③
　
多
仁
前
掲
書
第
四
章
置
、
平
山
前
掲
書
下
巻
第
三
部
第
一
章
第
二
節
参
照
。
丹

　
後
で
も
岩
滝
村
朋
友
社
は
自
由
民
権
運
動
の
影
響
か
や
や
早
い
が
、
本
章
で
扱
う

　
浅
茂
州
村
矯
正
社
は
一
八
八
九
年
、
世
屋
村
畑
区
同
志
社
は
一
八
九
〇
年
（
前
掲

　
『
同
志
得
年
団
史
』
）
の
成
立
で
あ
る
。
ま
た
竹
野
郡
深
田
村
で
も
一
八
九
一
二
一

　
年
に
若
運
中
か
ら
部
落
青
年
会
に
転
換
し
て
い
る
（
熊
谷
辰
次
郎
前
掲
書
七
三
頁
）
。

②
　
『
京
都
府
市
町
村
合
併
史
』
附
表
「
町
村
制
施
行
準
備
取
調
概
表
」
に
よ
る
。

③
一
九
　
一
年
五
月
一
七
日
に
行
わ
れ
た
矯
正
社
「
廿
週
年
祝
賀
紀
念
式
」
で

　
の
、
幹
事
野
村
長
治
の
社
務
報
告
。
矯
正
社
以
前
の
若
者
仲
間
に
つ
い
て
は
詳
細

　
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
区
有
文
書
か
ら
、
a
、
一
八
五
四
（
嘉
永
七
）
年
で
古
頭
六

　
名
・
新
頭
五
名
を
は
じ
め
計
九
〇
名
の
構
成
員
が
い
た
事
、
b
、
一
八
五
三
（
慕

　
永
六
年
）
年
に
神
輿
の
再
建
を
中
心
と
な
っ
て
行
い
、
そ
の
費
用
を
村
入
用
・
若

　
連
碁
構
成
員
の
拠
出
・
村
民
へ
の
勧
化
に
よ
っ
て
賄
っ
た
纂
、
c
、
一
八
五
五

　
（
安
政
二
）
年
の
宮
津
藩
の
若
者
組
廃
豊
穣
に
対
し
、
輿
連
中
と
名
を
変
え
て
組

　
織
を
維
持
し
た
事
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
宮
本
裕
次
氏
の
御
教
示
を
う

　
け
た
。

④
浅
茂
川
区
有
文
書
中
『
矯
正
社
々
則
蝕
第
三
条
。

⑤
同
右
第
一
八
条
。

⑥
浅
墓
川
区
有
文
書
中
の
『
明
治
昔
西
年
卯
六
月
起
記
録
簿
矯
正
社
』
（
以
下

　
議
事
録
』
1
と
略
す
）
及
び
各
年
度
の
「
芦
数
劉
等
差
表
」
に
よ
る
。

⑦
⑧
　
前
掲
『
議
事
録
』
1
。

⑨
『
日
出
新
聞
』
一
八
九
六
年
五
月
二
七
日
。

⑩
以
上
の
経
緯
は
、
浅
茂
川
区
有
文
書
中
『
明
治
昔
八
年
一
月
改
正
議
事
録

　
矯
正
社
』
（
以
下
『
議
菓
録
』
2
と
略
す
）
に
よ
る
。

⑪
⑫
嗣
右
。

⑬
　
た
だ
し
衛
生
政
策
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
祭
典
期
日
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
太

　
陽
暦
の
浸
透
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
日
出
新
聞
』
一
九
二

　
滋
藤
八
月
一
五
日
に
は
、
「
丹
後
奥
四
郡
　
陽
暦
実
施
を
奨
励
　
表
面
は
形
式
的

　
に
用
み
て
居
る
が
実
際
の
普
及
は
頗
る
困
難
」
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
明
治
前
期
の
政
府
の
賭
博
取
締
敵
策
に
つ
い
て
は
、
増
川
宏
「
『
賭
博
』
璽

　
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
）
・
岡
『
賭
博
の
日
本
史
』
（
平
凡
社
、
一
九

　
八
九
年
）
第
六
章
参
照
。

⑯
前
掲
上
常
吉
区
有
文
書
。

⑬
住
友
前
掲
論
文
三
二
よ
二
三
頁
。
前
掲
「
共
密
婦
詑
録
」
で
も
、
繰
り
返
し
賭

　
博
禁
止
を
強
調
し
、
違
反
者
へ
の
処
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

⑰
　
浅
茂
川
区
有
欝
欝
。

⑱
前
掲
『
議
纂
録
』
－
・
2
及
び
『
明
治
三
＋
八
年
一
月
改
正
議
宴
録
矯
正

　
社
』
（
以
下
『
議
事
録
』
3
と
略
す
）
に
よ
る
。

⑲
⑳
　
前
掲
『
議
事
録
』
2
。

⑳
　
紙
編
の
闘
係
で
通
信
・
繊
徳
兵
士
の
護
簡
と
も
引
用
は
で
き
な
い
。
拙
稿
「
若

　
巻
帯
か
ら
青
年
団
へ
」
（
『
講
座
青
年
』
1
、
清
風
昏
眠
店
、
～
九
九
〇
年
、
所
収
）

　
に
一
通
ず
つ
採
録
し
た
。
臼
露
戦
争
出
征
兵
士
の
書
簡
に
つ
い
て
は
、
大
江
志
乃

　
夫
『
兵
士
た
ち
の
日
露
戦
争
一
五
〇
〇
通
の
軍
事
郵
便
か
ら
』
（
朝
日
新
聞
社
、

27　（27）



　
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

＠
前
掲
『
議
事
録
無
2
・
3
。

⑯
　
　
九
〇
四
年
四
月
　
日
京
都
府
告
示
一
目
ニ
号
。

⑳
　
以
上
の
経
緯
は
、
前
掲
『
議
慕
録
瞼
3
に
よ
る
。

⑱
浅
茂
川
区
有
文
書
中
『
明
治
四
拾
弐
年
一
月
改
正
　
議
事
録
　
矯
正
社
』
（
以

第
三
章

青
年
党
の
成
立

　
－
網
野
町
浅
茂
川
区
革
醒
会
の
禦
例
－

　
下
『
議
事
録
隠
4
と
略
す
）
。

⑯
　
前
掲
『
矯
正
社
々
劉
』
第
三
二
条
。

⑳
　
以
上
の
経
緯
は
、
前
掲
『
蝋
議
　
事
録
』
2
に
よ
る
。

⑱
前
掲
『
議
事
録
』
3
。

⑳
前
掲
『
議
事
録
』
1
。

　
地
方
改
良
運
動
で
青
年
会
育
成
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
B
露
戦
争
下
の
青
年
会
活
動
に
内
務
省
や
軍
部

　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
着
目
し
た
事
に
よ
る
。
地
方
改
良
運
動
で
は
、
青
年
会
は
単
に
青
年
の
修
養
団
体
・
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
の
注
入
機
関
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
農
事
改
良
や
公
共
的
諸
事
業
へ
の
参
画
を
通
し
て
、
困
窮
し
た
町
村
財
政
を
部
落
レ
ベ
ル
か
ら
支
え
る
よ
う
位
置
付
け

ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
青
年
会
の
あ
る
程
度
の
自
主
性
の
確
保
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
宮
地
が
指
摘
し
た
三
つ
の
方
法
に
よ
る
近
世
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

若
者
組
の
再
編
と
い
う
画
一
的
政
策
は
、
い
く
つ
か
の
緊
で
は
あ
る
が
内
務
省
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
、
初
め
て
青
年
団
体
編

成
の
画
一
的
基
準
を
示
し
た
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
の
内
務
省
文
部
省
訓
令
が
霊
的
川
区
で
具
体
化
さ
れ
る
経
緯
と
、
そ
の
中
か
ら
成
立

し
た
青
年
党
「
革
醒
会
し
の
活
動
を
検
討
す
る
。

第
【
節
　
国
家
の
青
年
団
体
政
策
と
矯
正
社

　
浅
茂
川
区
は
農
業
以
外
の
生
業
を
持
つ
家
が
多
い
た
め
、
矯
正
社
は
日
露
戦
後
社
と
し
て
農
事
改
良
に
乗
り
出
す
事
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

表
5
に
示
し
た
よ
う
に
、
網
野
町
財
政
は
臼
露
戦
後
大
き
く
膨
脹
し
、
そ
の
増
加
分
の
大
半
は
全
戸
に
負
担
の
及
ぶ
戸
数
割
に
よ
っ
て
賄
っ
て

い
た
。
し
か
も
、
毎
年
積
み
立
て
て
い
た
町
の
基
本
財
産
を
取
り
く
ず
し
て
繰
り
入
れ
た
り
、
町
税
の
項
に
金
銭
の
代
わ
り
に
労
働
で
負
担
す

る
夫
役
が
見
ら
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
圖
町
財
政
の
苦
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
矯
正
社
は
、
こ
う
し
た
町
財
政
を
下
支
え
す
る
た
め
に
、
府

28　（28）



澱
㎝
　
議
墳
貫
唱
婆
（
酷
メ
）
蕪
渇
δ
瀞
麟
（
田
丁
場
隙
）

（
濠
欝
”
田
）

◎㊥◎◎⑲㊥爵
誉
　
白
臨
　
嚇
箪

凋
蝉
盤

熱
聡
麗

漆
訟
瞭
懸
壁

画
戴
瞭
購
藍

濃
　
　
　
薄

潔
誌
野
O
爵
或
び
菊
》

薄
曲
湧
甲
薄
噛
蝉
湧
甲

掻
な
命

書
詔
命

謡
訟
，
蹄

灘
瀦
野
σ
憲
メ

劇　

??
諜
濤
ン

碁
醤
渇
戴
露
節

お
O
心

（
塁
鷺
圃
）

窃
一
切
り
．
Q
Q
q
⊃
㎝

お
①
．
㊤
の

心
Q
σ
㊤
①
．
り
G
Q
α

　
a
．
O

這
ρ
O

♂
P
O

一
ω
O
臼
O
刈

δ
■
⑦

一
ω
一
●
卜
o
O
。
笛

邸
Q
。
’
一
器

ヨ
b

　
O

Qφ
n
『
．
Q
◎
Q
Q
g
Q

ω
り
O
G
Q
b
り
O
o

　
O

㊤
①
c
Q
α
◆
心
◎
◎
刈

H
り
O
㎝

（
ω
。
。
）

窃
O
障
O
．
Q
Q
『
①

画
9
Q
①
．
ω
刈
⑦

島
島
b

◎。

b
潤
D
O

ま
ρ
O

一
①
O
．
O

旨
も
。
．
○
◎
り
0

悼
餅
O

お
ρ
O

bo

?
b

膳
O
．
α
刈
Q
o

卜。

掾B
潤揩

竃

日
0
6

ニb

同
卜
σ
伊
¢
⑦
ω

8
ω
ゆ
）

震Q
p塾
�Z

k
Y

①
．
窓

O
ω
b
σ
甲
Q
。

9も
搆
ﾚ
O

O
梱
O

〇
◎
9
0

皇
．
0
8

o弗

n
O
b

っ刈

9
り

9
㎝

σb

⑦
塩
竃
．
蒔
ω
⑦

O
刈

き
）

㊤
Φ
弥
⑦
Q
Q
傷

Q
。
“
．
Φ
o
。
蒔

δ
Q
Q
■
㎝

ω
①
．
O

o
。
①
」

◎
◎
’
○
◎メ

8

㎝
b

禦
』

⊃刈

G
Q
面

ミ
気．

O

Qo
攝S

�
n
戯
鼻

O
Q
σ

・
質
）

一
睡
諏

ミ
．
9
◎
一

。b
摯凵

x
。㊦

H
㊤

留
．
轟

刈
①
b

ト
σ
O
勺
凱

α
．
O

○
。
b
o
▼
Q
。

ま
．
o
◎
り

。㊤

D
ミ
㎝

O置
①
創
れ

笛
b

ω
Q
◎
心
蒔
。
O
Q
①
0

8誌
）

δホ
）

戯
O
α
O
．
叡
じ
o

Q恥

b
p
誤

鱒
軽
O
b
⇔
洞
鱒

“
ω
■
c
Q
㎝

。
◎
．
O

σ刈

r
b
㎝

◎①

酔

o
◎
○
◎
b
切

一
〇
〇
b

。。

B讐
B
。
①
　
．

ホ
G
。
b

P
O

蒔
α
い
ψ
①
Q
o

盆
矯
蝕
O

誹
一
Q
o
ω
刈
，
心
Q
◎
れ

b
Q
O
ρ
戴
Q
◎

O
O
8
b

㈹
ト
こ
軌
轟
．
幽
む
D

。一

№
p
」
ω

O
㎝
o
◎
艀
．
O

O
o
b
⊃
ひ

ρ
㎝

。O

ﾏ
O

ρ
㊦
ω
㈹

伊
O

3㎝

f
Q
b

oo
昜
w
Q
。
の

Q
。
O
野
O

O
一
．
O

σ嶺

F
面
込
3

＆
．
ω
露

◎
Q
心
ω
一
．
㊤
刈
幽

＝愈
）

“
8
マ
Q
◎

Qb
�p
B
．
㎝

◎り

p
蒔
Q
◎

Q
Q
蒔
・
O

鱒
伊
O

昏
ユ
b

伊
Q
Q
醸

◎幽

D
O

Q
。
幽
．
O

ρ
O

OO轡
O

o心

B
◎
①
ひ
Q
◎
切

①
①
O
．
O
㎝
戸

Q
Q
膳
切
H
』
o
Q
Φ

り
這

ホ
）

〇
り
ゆ
ρ
G
◎
鴫

o鱒

ﾖ
．
Q
Q

一
◎
。
い
ω
①

O
Q
P
㎝

b
。
Q
。
．
留

コ◎

Bり

ﾐ

30
O
b
一
〇
〇

QP

n

O
．
○
。

㎝
・
O

OO
O
b

一
．
O

一
ω
b
膳

O
心
O
G
随
◎
㎝
b
二
◎
◎

代H本の青年団体（飯塚）

．
螢
遡
耳
薄
藻
掻
麟
育
野
O
需
謁
。

の
補
助
を
え
て
行
わ
れ
た
浅
墓
器
量
改
修
へ
の
夫
役
提
供
や
町
基
本
財
産
造
成
の
た
め
の
植
林
事
業
の
実
施
な
ど
、
公
共
的
諸
事
業
へ
の
参

　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
活
発
に
行
っ
て
い
く
。
青
年
会
は
地
方
改
良
運
動
に
よ
っ
て
町
村
内
で
公
的
に
改
め
て
位
置
付
け
直
さ
れ
、
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い

の
で
あ
る
。
他
方
そ
う
し
た
事
態
は
、
青
年
会
員
た
ち
の
町
村
政
へ
の
関
心
と
介
入
の
可
能
性
を
生
み
出
す
。
地
方
改
良
運
動
の
青
年
会
政

の
持
つ
こ
の
矛
盾
は
、
内
務
省
も
理
解
し
て
お
り
、
一
九
＝
二
（
大
正
二
）
年
九
月
三
〇
日
、
地
方
青
年
団
体
の
政
治
容
気
を
禁
じ
る
「
内
務

9　（29）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

省
秘
五
四
六
号
」
通
牒
を
発
し
た
が
、
青
年
会
と
町
村
政
を
断
ち
切
る
具
体
的
手
だ
て
を
示
す
事
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
青
年
団
体
政
策
の
大
き
な
転
換
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
一
五
日
の
内
務
省
文
部
省
訓
令
及
び
両
次
穿
通

⑤牒
で
あ
る
。
軍
部
の
田
中
義
一
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
下
で
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
訓
令
・
通
牒
は
、
青
年
団
体
を
修
養
機
関
と
規
定
、

構
成
員
の
上
限
を
二
〇
才
と
す
る
よ
う
求
め
、
行
政
町
村
を
設
置
区
域
と
し
、
小
学
校
長
も
し
く
は
町
村
長
を
指
導
者
つ
ま
り
会
長
と
す
る
と

い
う
、
初
め
て
青
年
団
体
編
成
の
画
一
的
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
結
果
、
地
方
改
良
運
動
で
の
青
年
団
体
政
策
の
持
つ
固

有
の
矛
盾
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
青
年
会
の
実
態
か
ら
は
大
き
く
か
け
離
れ
、
地
域
社
会
で
の
強
い
反
発
を
引
き
起
こ
す
と
共
に
、

行
政
レ
ベ
ル
で
も
若
干
の
混
乱
が
生
じ
た
。

　
京
都
府
で
は
同
年
一
一
月
三
日
、
両
省
訓
令
を
う
け
て
京
都
府
訓
令
第
三
一
号
を
発
し
、
青
年
団
体
が
「
青
年
修
養
ノ
機
関
」
で
あ
る
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

明
確
に
し
た
。
同
ヨ
「
青
年
団
体
設
置
標
準
」
も
合
わ
せ
て
布
達
さ
れ
た
が
、
市
に
つ
い
て
は
両
次
官
通
牒
に
準
拠
し
、
溝
成
員
の
最
高
年
齢

は
二
〇
歳
、
「
青
年
団
長
」
は
「
市
内
二
塁
ケ
ル
徳
望
家
扁
、
支
部
長
は
「
小
学
校
長
若
ハ
学
区
内
二
郎
ケ
ル
篤
志
老
」
を
あ
て
る
規
定
で
あ
る

の
に
対
し
、
郡
に
つ
い
て
は
、
最
高
年
齢
は
二
五
歳
、
「
青
年
団
長
」
は
正
会
員
に
よ
る
互
選
と
さ
れ
て
い
た
。
地
域
の
実
情
に
そ
く
し
て
、

両
次
官
通
牒
の
内
容
に
手
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
両
省
訓
令
が
質
せ
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
矯
正
社
は
浅
茂
川
外
の
青
年
会
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。
網
野
町
で
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

年
三
月
に
浅
茂
川
村
と
の
合
併
を
果
た
し
た
後
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
は
影
青
年
会
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
一
八
九
九
（
閣
治
三
二
）
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
月
二
二
日
、
間
人
権
に
お
い
て
門
上
長
楳
壇
幸
之
会
長
ト
シ
テ
当
番
校
長
ヲ
シ
テ
座
長
（
則
チ
議
長
）
ト
為
シ
」
て
開
催
さ
れ
た
の
を
皮
切
り

に
毎
年
二
回
竹
野
郡
青
年
大
会
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
府
の
官
吏
や
教
育
者
に
よ
る
講
演
・
演
説
、
青
年
会
員
に
よ
る
演
説
・
討

論
が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
春
季
大
会
の
討
論
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
討
論
題
）

　
　
○
・
本
郡
現
状
ユ
於
川
ケ
ル
政
払
佃
田
心
粗
心
ノ
養
成
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○
源
平
二
氏
何
レ
カ
忠
ナ
ル
カ

○
遊
猟
ノ
可
否

○
犯
罪
人
ハ
人
智
進
歩
ス
ル
ニ
従
ヒ
多
少
如
何

○
未
成
年
者
ノ
禁
酒
可
否

○
演
劇
ノ
少
年
二
及
ホ
ス
利
害

○
道
徳
上
学
問
ト
実
業
ト
何
レ
カ
重
キ
カ

○
青
年
者
ト
シ
テ
常
時
首
巻
ノ
可
否

○
神
教
ト
仏
教
ト
ハ
人
心
教
滋
ス
ル
上
工
於
テ
何
レ
カ
効
多
ナ
ル
カ

○
内
一
地
雑
居
ヲ
許
シ
タ
可
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

○
青
年
ト
シ
テ
遊
芸
ヲ
演
ス
ル
ノ
可
否

近代E本の青年団体（飯塚）

　
郡
長
主
導
の
大
会
で
も
あ
り
農
事
改
良
や
風
俗
改
良
を
主
と
し
て
は
い
る
が
、
政
治
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
て
竹

野
郡
青
年
大
会
の
運
営
方
法
は
、
「
各
高
等
小
学
校
ノ
設
置
ア
ル
所
（
網
野
間
人
差
谷
中
浜
木
津
）
五
ケ
所
二
於
テ
開
会
ス
、
議
長
ハ
当
番
職
員
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

以
テ
ス
、
当
番
ヲ
定
ム
ル
ニ
ハ
各
学
校
職
員
之
ヲ
担
任
シ
抽
籔
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
さ
れ
て
お
り
、
教
育
老
の
主
導
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
露
戦
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
春
季
大
会
で
は
、
「
本
会
ハ
何
処
迄
モ
教
育
者
ノ
手
ヲ
煩
ス
カ
扁
と
の
議
事
題
が
掲
げ
ら
れ
、

青
年
会
員
に
よ
る
大
会
の
自
主
的
運
営
を
求
め
る
声
が
噴
出
し
た
。
森
本
木
津
小
学
校
長
の
説
得
で
結
論
は
次
回
に
延
期
さ
れ
、
同
年
の
秋
季

大
会
で
は
改
め
て
激
論
が
か
わ
さ
れ
た
。
矯
正
社
椎
長
野
村
米
治
も
自
主
化
論
に
賛
同
の
意
を
表
明
し
た
が
、
結
局
「
本
会
二
差
支
ヘ
ナ
キ
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

リ
ハ
従
前
二
然
ス
」
と
議
決
さ
れ
幕
と
な
っ
た
。
青
年
大
会
の
自
主
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
教
育
者
主
導
の
運
営
に
対
す
る
不
満
は
青
年

会
員
の
間
に
根
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
両
省
訓
令
の
具
体
化
の
過
程
で
青
年
会
側
の
反
発
を
生
み
出
す
土
壌
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
入
り
、
両
省
訓
令
及
び
府
令
の
具
体
化
が
始
ま
る
が
、
網
野
町
で
は
当
初
、
町
青
年
会
自
ら
が
規
約
を
改
正
し
て
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⑫

薪
町
青
年
会
を
設
立
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
表
面
化
し
た
。
他
方
、
松
村
伝
之
助
町
長
・
柴
田
勝
治
網
野
校
長
は
、
「
大
正
四
年
九
月
内
務
、

文
部
両
省
令
（
青
年
会
設
立
二
関
ス
ル
）
二
基
キ
、
下
灘
ノ
文
明
及
戦
果
ヨ
リ
説
キ
、
将
来
ノ
我
日
本
帝
国
ノ
立
場
ヲ
論
ジ
テ
、
一
般
青
年
ノ
体

育
ノ
奨
励
黙
劇
健
ノ
気
ヲ
修
養
ス
ベ
キ
ヲ
極
論
」
す
る
な
ど
、
両
省
訓
令
の
趣
旨
を
う
け
て
、
既
存
の
町
筋
年
会
を
解
散
し
、
別
個
の
組
織
を

設
立
し
よ
う
と
は
か
っ
た
。
両
者
の
動
き
は
交
錯
し
な
が
ら
進
行
し
た
が
、
前
者
に
よ
る
新
町
青
年
会
設
立
の
運
動
は
順
調
に
進
み
、
同
年
一

〇
月
五
日
町
青
年
総
会
を
開
催
し
結
成
決
議
を
あ
げ
る
運
び
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
当
日
、
「
郡
長
・
校
長
ヨ
リ
ノ
意
見
扁
に
よ
り
決
議
事
項

は
取
消
さ
れ
、
の
み
な
ら
ず
一
一
月
か
ら
～
二
月
に
か
け
て
「
校
長
・
町
長
絶
対
要
求
ニ
ヨ
ル
為
メ
カ
」
、
淺
茂
川
区
以
外
の
網
野
・
下
岡
・

小
浜
三
区
の
青
年
会
が
解
散
を
受
け
入
れ
、
一
二
月
一
五
臼
、
つ
い
に
町
青
年
会
自
体
も
解
散
に
追
い
込
ま
れ
る
に
至
る
。
町
長
・
校
長
主
導

の
新
町
青
年
会
の
創
立
総
会
は
一
二
月
二
四
日
に
設
定
さ
れ
、
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
た
矯
正
社
は
、
そ
の
前
臼
に
総
集
会
を
開
催
し
た
。
当
日

の
議
論
は
紛
糾
を
極
め
、
「
本
社
員
ノ
ミ
デ
ナ
ク
社
員
二
等
ラ
ザ
ル
者
モ
新
青
年
会
へ
招
待
ヲ
受
ケ
居
ル
ガ
、
其
人
が
行
ク
ト
ス
レ
バ
仮
令
本

社
員
が
行
カ
ナ
ク
共
青
年
会
ハ
樹
立
サ
ル
ベ
シ
」
と
の
危
惧
が
出
さ
れ
た
が
、
主
に
次
の
理
由
か
ら
創
立
総
会
不
参
加
を
決
定
し
た
。

　
　
町
青
年
会
ト
シ
社
会
一
般
カ
ラ
之
ヲ
認
メ
ラ
レ
永
年
存
続
セ
シ
会
へ
対
シ
、
薪
二
樹
立
ス
ル
青
年
会
ノ
コ
ト
日
宇
シ
一
度
ノ
相
談
モ
ナ
ク
之
ヲ
無
視
シ
、

　
　
其
権
　
威
ヲ
旧
漫
ニ
セ
シ
コ
ト

　
　
校
長
及
町
長
耳
輪
令
ヲ
楯
二
之
ヲ
云
為
ス
レ
共
、
訓
令
ハ
大
体
ノ
所
謂
輪
廓
ヲ
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
地
方
ノ
情
勢
学
監
シ
テ
之
が
取
捨
変
更
出
来

　
　
ル
モ
ノ
ト
自
信
ナ
シ
居
レ
リ
、
左
レ
バ
現
在
ノ
会
二
於
テ
モ
之
が
取
捨
ヲ
ナ
セ
バ
必
ズ
立
派
ナ
ル
青
年
会
モ
出
来
、
殊
ニ
ハ
之
二
準
拠
セ
ザ
ル
会
合
ノ
決

　
　
シ
テ
発
展
シ
得
ベ
キ
筈
ナ
キ
ナ
リ
、
其
方
針
ヲ
誤
り
、
云
バ
バ
将
来
ノ
見
込
ナ
キ
会
合
へ
骨
ン
ジ
テ
入
会
ス
ル
カ

　
一
二
月
二
四
日
の
創
立
総
会
は
、
矯
正
社
の
不
参
加
に
よ
り
流
会
と
な
り
、
こ
こ
に
町
長
・
校
長
主
導
の
新
町
青
年
会
設
立
も
挫
折
し
た
。

　
翌
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
、
前
年
解
散
を
受
諾
し
た
各
区
青
年
会
も
存
続
し
て
い
た
ら
し
く
、
四
区
青
年
会
の
協
議
に
よ
る
町
青
年
会
復
活

　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
動
き
が
始
ま
っ
た
。
四
月
の
四
区
青
年
役
員
会
で
は
、

　
　
　
一
　
此
二
町
青
年
会
ヲ
設
立
ス
ル
ニ
就
イ
テ
ハ
、
従
前
ノ
モ
ノ
ヨ
リ
一
歩
進
ン
ダ
ル
モ
ノ
タ
ル
可
キ
コ
ト
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一
　
会
員
ノ
年
齢
ハ
拾
五
才
ヨ
リ
ニ
十
五
才
マ
デ
ノ
男
子
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
該
当
ス
ル
網
野
町
在
住
者
ハ
入
会
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
ベ
キ
コ
ト

　
　
　
一
　
入
会
金
ハ
全
部
町
青
年
会
へ
徴
収
ス
ル
コ
ト

　
等
の
大
綱
を
定
め
て
い
る
。

　
そ
の
後
矯
正
社
に
よ
る
風
脚
勝
治
校
長
の
説
得
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
校
長
が
内
容
二
就
テ

　
　
　
「
町
本
位
力
支
部
本
位
力
」

　
　
ト
ノ
堅
苦
シ
キ
問
ヒ
ニ
対
シ
テ
ハ

　
　
　
「
勿
論
町
本
位
ニ
ス
ベ
キ
が
当
然
ナ
レ
共
、
ソ
バ
只
形
式
二
審
リ
テ
成
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
会
員
各
自
ノ
自
覚
二
待
ツ
ベ
キ
モ
ノ
也

　
　
尚
財
産
ノ
統
一
等
ハ
今
日
望
ミ
テ
得
難
キ
事
ニ
シ
テ
云
フ
ベ
ク
行
ヒ
難
シ
（
後
略
）
」

　
町
長
・
校
長
と
矯
正
社
が
対
立
し
た
の
は
、
両
省
訓
令
に
そ
っ
て
一
気
に
町
主
導
の
青
年
団
を
組
織
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
結
局
柴
田
校
長
も
納
得
し
、
九
月
九
日
網
野
町
青
年
団
創
立
総
会
が
挙
行
さ
れ
、
矯
正
社
は
解
散
し
て
同
青
年
団
浅
茂
川
支
部
と
し
て
再

出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
青
年
党
革
醒
会
の
成
立

　
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
の
内
務
文
部
両
省
訓
令
を
う
け
て
網
野
町
青
年
団
発
足
に
至
る
ま
で
の
紛
擾
は
、
一
六
（
大
正
五
）
年
度
の
矯
正
社
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

長
志
水
勇
治
の
引
責
辞
任
と
一
部
役
員
の
辞
表
提
出
問
題
に
発
展
す
る
な
ど
、
矯
正
社
及
び
そ
の
後
身
の
浅
田
川
支
部
に
深
い
傷
跡
を
残
し
た
。

役
員
層
を
中
心
に
、
訓
令
に
基
い
て
新
青
年
団
体
の
設
立
を
強
引
に
進
め
よ
う
と
し
た
町
長
・
校
長
、
そ
れ
に
何
ら
の
抵
抗
も
示
さ
な
か
っ
た

区
政
担
当
者
に
対
し
、
強
い
不
満
が
生
じ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
網
野
町
青
年
団
発
足
直
後
の
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
二
月
二
二
日
、
浅
官
川
区
の
青
年
有
志
二
五
名
に
よ
り
箆
鷺
会
創
立
総
会
が
開
催
さ
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表6　革醒会メソィく一一覧

　　　　　（発足時）

　1917年
（下半期）

戸数割等級

14等

メンバー名

12等

11等

門
下
一
郎
郎
蔵
郎
蔵
衛
助
郎
治
蔵
治
治
助
助
吉
助
蔵
治
助
蔵
郎
郎

衛
　
　
治
太
　
治
　
兵
之
八
　
　
　
　
之
之
　
之
津
　
之
　
次
一

右
長
調
弁
証
広
万
新
善
薄
儀
高
源
元
勇
松
松
亀
卯
己
圭
源
市
高
与

政
井
村
田
浦
村
田
橋
騎
田
中
村
崎
岡
水
水
甲
骨
村
島
井
井
山
騎
村
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
茂

茂
田
野
安
三
声
門
大
山
吉
山
野
山
浜
恋
中
中
山
田
鍋
田
田
守
山
野
広

1
2
3
4
。
5
6
7
、
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
り
9
　
　
り
ρ
　
　
2
　
　
2
　
　
2
　
　
2

注．浅茂川区有文書中r大正
　六年拾一月起　記録　革醒

　会』，網野町役場文書1917

　年下半期「戸数割等差表」

　により作成。

　
⑮

れ
た
。
表
6
は
革
醒
会
発
足
時

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
以
後
一

九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
ま
で
に
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

名
の
新
入
会
員
を
迎
え
た
の
み

で
あ
り
、
二
五
歳
で
青
年
団
を

退
い
た
後
そ
の
ま
ま
入
会
す
る

と
い
う
新
た
な
年
齢
集
団
で
は

な
く
、
有
志
団
体
で
あ
る
。
二
〇
等
に
分
け
ら
れ
た
戸
数
割
等
級
で
一
二
等
、
一
四
等
と
い
う
中
の
下
層
に
属
す
る
老
も
含
ん
で
お
り
、
長
年

区
政
を
担
っ
て
き
た
名
望
家
の
子
弟
の
組
織
で
は
な
い
。
革
醒
会
メ
ン
バ
ー
と
矯
正
社
役
員
の
関
係
を
示
し
た
表
7
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

革
醒
会
員
と
な
っ
た
青
年
の
多
く
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
初
頭
の
組
長
か
ら
次
第
に
重
役
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
青
年
団
結
成
直
前

の
一
九
一
五
・
＝
ハ
（
大
正
四
・
五
）
年
度
に
は
社
長
あ
る
い
は
幹
事
と
し
て
、
矯
正
社
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
地
方
改
良
運
動
下

公
共
下
陰
事
業
へ
の
参
画
を
通
し
て
政
治
的
関
心
を
養
い
、
青
年
団
結
成
の
際
の
郡
長
・
町
長
・
校
長
の
強
引
な
指
導
を
身
を
も
っ
て
体
験
し

た
世
代
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
次
の
史
料
は
、
革
醒
会
創
立
に
向
け
て
町
民
に
発
し
た
設
立
の
「
趣
旨
偏
で
あ
る
。

　
　
趣
旨

主
家
の
将
に
亡
び
ん
と
す
る
や
必
ず
忠
臣
忠
僕
の
出
で
』
之
が
恢
興
に
腐
心
す
る
は
古
来
我
が
国
史
の
示
す
処
に
し
て
、
本
会
の
起
因
も
此
の
理
に
倣
ふ

に
は
非
ら
ざ
れ
共
、
本
晦
の
疲
弊
漸
晴
其
極
に
達
し
、
昨
今
徒
ら
に
成
金
を
夢
見
る
の
徒
輩
増
加
し
、
物
資
の
奔
騰
を
飽
き
足
ら
ず
、
益
々
浮
華
に
流
れ

ん
と
す
、
亦
以
て
大
勢
の
然
ら
し
む
る
故
以
な
り
と
は
難
も
、
吾
人
等
の
緊
縮
戒
心
の
必
要
な
か
る
可
か
ら
ず
（
中
略
）
従
来
本
区
は
官
僚
的
一
部
人
士

の
為
に
専
政
さ
れ
、
区
民
は
是
に
対
し
何
等
の
要
求
な
く
、
総
て
の
犠
牲
を
肯
ぜ
ず
し
て
今
日
に
至
れ
る
も
の
な
る
が
、
大
正
聖
代
の
今
R
尚
依
然
と
し
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近代H本の青年団体（飯塚）

表7矯正社役員一覧
Ft555EIMIEIIsgog（ra42）ligi6（’SllEst5－iigii（ag4．t？．1．igittt4s）kgi6（Ts）ligi7（i　6）

社　長

幹　事

評議員

1組長

志水　長蔵

浜岡　陳治

山中　平太

大石松太郎

野村六之助

浜岡安之助

野村チ代蔵

岩淵　音蔵

山晦　利七

山中　市蔵

浜岡　陳治

山綺関重郎

浜岡安之助

野村穴之助

岩淵　音蔵

野村儀八郎㈲

野村千代蔵

山崎　新蔵（8｝

野村市太郎（5）

　　　　　i平田　重蔵

崎新灘瞬寸繭
三浦弁治郎（4）i野村幾之助

矯嘉劇帥構

浜岡　陳治

野村　長治

野村六之助

野村市太郎㈲

三浦弁治郎（4｝

篠村　亀吉㈱

山綺　新蔵｛8）

久保清三郎

志水　元治⑯

音岡彗芒助

浜陶　源蔵

［B茂井圭治⑳

安田　市助

浜1覇　陳治

野村　長治

野町六之助

三浦弁治部（4｝

山騎　新蔵〔8｝

篠＄寸　　f色吉（1＄

田三井圭治⑳

安田　箭助

山崎松之助㈲

久保清三郎

ブく橋万治良1～｛7｝

浜岡　増蔵

志水　勇治⑯

山騎　高治。オ

安田　丈一（3）

田茂井圭治⑳

山綺　熊蔵

三浦　繁作

堀　　喜七

大橋　源治

田茂井建治

野村高次郎㈱

野村　益蔵

野村　三蔵

志水　庄治　i鍋島卯之助鯵

安田　市助

山綺松之助㈲

中村松之助㈲

安国　丈一〔3）

山綺　高治⑫

山崎　熊蔵

繊茂井圭治⑳

野村高次郎㈱

田茂井建治

大橋　源治

三都　三郎

三浦　繁作

野村　三蔵

注1。浅茂川区有文書中r明治四捻弐年一月畝正議事録　矯正社』，『大正五年度議事録
　　矯iE社』，　r大正六年度　議事録　矯正社』により作成。

注2．1913年から1915年までは欠。

注3．（）内の数宇は表6の番号に畷応ずる。

　
趣
旨
に
は
、
浅
茂
川
区
が
「
官
僚
的
一
部
人
士
の
為
に
謡
扇
さ
れ
」
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
区
政
批
判
を
設
立
の
動
機
と
し
て
明
記
し
て
い
る
。

会
則
に
お
い
て
も
、
会
の
属
的
を
m
公
共
的
事
業
ハ
率
先
之
が
励
行
二
十
メ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

町
村
自
治
ノ
革
新
二
向
ツ
テ
前
進
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
町
政
及
び
区
政

刷
新
を
真
正
面
に
掲
げ
た
青
年
党
の
成
立
で
あ
る
。

　
革
醒
会
の
成
立
に
は
二
本
主
義
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
事
も
見
落
せ
な
い
。

革
立
会
発
足
直
前
の
一
九
一
七
（
大
正
穴
）
年
七
月
三
一
日
に
は
、
網
野
町
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

吉
野
作
造
の
講
演
会
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
吉
野
招
請
の
背
景
に
は
、

網
野
町
の
北
丹
教
会
牧
師
難
波
宣
太
郎
が
組
織
し
た
聖
書
研
究
会
の
活
動
が

あ
っ
た
。
第
一
期
生
（
一
九
〇
六
～
一
一
）
の
一
人
で
あ
る
網
野
町
の
森
元
畜

が
、
教
会
で
の
活
動
を
通
じ
て
安
部
磯
雄
を
知
り
、
時
期
は
確
定
で
き
な
い

が
同
町
で
安
部
の
講
演
会
を
開
き
、
さ
ら
に
安
部
の
紹
介
で
吉
野
の
講
演
会

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
革
醒
会
結
成
後
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
八
月
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
に
は
、
同
じ
く
安
部
の
紹
介
で
北
沢
新
次
郎
の
講
演
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。

て
旧
慣
を
固
執
し
官
僚
的
色
彩
濃
厚
な
り
、
故
に
是
等
の
悪
風
旧
体
を
難
破
し

以
て
区
畏
の
覚
醒
を
促
が
し
、
村
響
の
美
は
愈
々
宜
興
せ
む
の
霞
的
を
以
て
藪

に
同
志
を
叫
合
し
、
本
会
の
設
立
を
み
た
る
故
以
な
り

宜
布
諸
子
の
団
結
強
き
を
望
む
と
と
も
に
最
善
の
努
力
を
希
ふ
も
の
な
り

　
大
正
六
歳
第
拾
壱
月
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⑫

網
野
町
の
青
年
た
ち
は
、
安
部
磯
雄
の
人
脈
を
通
じ
て
当
時
の
時
代
思
潮
を
吸
収
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
革
醒
会
の
町
政
・
区
政
改
革
運
動
は
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
五
月
機
業
地
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
電
燈
の
町
営
化
促
進
を
決
し

運
動
し
た
の
を
手
始
め
に
、
一
九
（
大
正
八
）
年
に
は
、
総
軍
川
区
動
力
株
式
会
社
工
楊
建
設
遅
延
を
理
由
と
し
た
区
役
員
批
判
、
区
内
へ
の
遊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

園
地
造
成
の
建
議
と
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
は
、
町
長
改
選
を
迎
え
る
。
一
月
一
七
日
、
網
野
区
の
青
年
党

公
声
会
か
ら
、
「
現
松
村
町
長
再
任
力
改
任
力
、
則
チ
本
町
二
挺
改
選
期
ハ
最
近
二
切
迫
シ
、
両
三
日
中
二
略
々
決
定
ヲ
見
ル
可
シ
ト
ノ
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
世
）

二
二
セ
ル
ニ
依
リ
、
吾
人
等
現
松
村
町
長
弾
劾
派
出
極
力
之
二
反
対
ノ
気
勢
ヲ
示
シ
、
民
衆
ノ
余
論
ト
相
器
ッ
テ
町
長
撃
退
ヲ
期
セ
ザ
ル
ベ
カ

ラ
ズ
」
と
の
申
し
出
を
う
け
、
革
醒
会
は
そ
の
設
立
の
経
緯
か
ら
も
こ
れ
に
賛
同
し
た
。
公
声
会
と
協
力
し
て
行
わ
れ
た
各
区
の
町
長
詮
衡
委

員
へ
の
運
動
は
効
を
奏
し
、
河
田
源
七
新
町
長
の
誕
生
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
河
田
町
長
は
就
任
後
「
町
政
自
治
ノ
発
展
二
資
」
す
た
め
に
実

業
研
究
会
を
組
織
し
た
が
、
革
醒
会
は
こ
こ
に
代
表
二
名
を
参
加
さ
せ
町
政
へ
の
発
言
権
を
確
保
し
た
。

　
町
長
選
挙
で
の
成
功
は
、
革
醒
会
と
公
論
会
と
の
協
力
関
係
を
発
展
さ
せ
る
事
と
な
っ
た
。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
四
月
三
日
に
は
、
両

会
の
連
合
会
が
も
た
れ
、
「
町
ノ
等
級
割
二
関
シ
平
等
ヲ
欠
ク
モ
ノ
ア
ル
ヲ
認
ム
ル
ニ
ヨ
リ
、
之
レ
ヲ
町
二
諮
問
ナ
ス
事
見
境
」
し
て
い
る
。

　
一
九
一
＝
年
は
町
議
会
議
員
の
改
選
の
年
で
も
あ
っ
た
。
革
醒
会
で
は
会
内
で
前
後
三
回
の
予
選
を
行
っ
た
上
で
、
革
醒
会
推
薦
者
四
二
の

名
を
列
挙
し
た
宣
言
書
「
区
民
訓
告
ク
」
を
区
内
七
ケ
所
に
掲
示
し
た
。
六
月
一
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
浅
茂
川
区
全
体
で
の
予
選
会
で
は
、
革

醒
会
推
薦
の
四
名
は
全
員
当
選
を
果
た
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
不
満
を
抱
い
た
浜
岡
六
左
衛
門
区
長
は
、
選
挙
当
日
の
予
選
当
選
者
へ
の
票
の

割
当
て
を
行
わ
ず
、
事
態
は
紛
糾
し
た
。
　
つ
い
に
六
月
一
三
日
、
河
田
町
長
が
乗
り
出
し
、
「
選
挙
法
ヲ
実
子
、
従
来
各
字
二
割
当
テ
セ
シ
モ

此
慣
例
ヲ
全
廃
シ
、
各
選
挙
民
ノ
自
由
意
志
二
尉
セ
理
想
選
挙
」
を
実
施
す
る
事
に
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
青
年
党
紀
面
会
及
び
公
際

会
は
、
町
政
改
革
派
と
し
て
の
地
歩
を
次
第
に
築
い
て
い
っ
た
。

　
一
方
、
民
本
主
義
思
想
の
影
響
を
う
け
た
革
醒
会
が
、
会
と
し
て
国
政
・
府
政
へ
向
け
た
運
動
を
行
っ
た
の
は
、
一
九
（
大
正
八
）
年
の
府
会

議
員
選
挙
が
最
初
で
あ
る
。
各
町
村
の
有
力
者
が
会
合
し
、
候
補
に
凝
せ
ら
れ
た
数
人
の
中
か
ら
抽
籔
を
も
っ
て
一
人
を
選
出
す
る
と
い
う
蝦
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近代日本の青年団体（飯塚）

来
の
方
法
を
、
「
非
立
憲
政
治
」
に
属
す
る
行
為
と
決
め
つ
け
、
改
革
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
右
の
方
法
に
よ
る
予
選
で
候
補
者
と
な
つ

　
　
　
　
⑳

た
泉
雄
次
郎
へ
の
対
抗
馬
を
立
て
る
た
め
、
革
醒
会
は
網
野
町
河
田
源
七
に
出
馬
を
懇
請
す
る
。
八
月
三
一
日
に
は
三
丹
日
々
新
聞
岩
崎
英
精

　
㊧

社
長
を
招
き
、
「
地
方
ノ
非
立
憲
政
治
ヲ
痛
罵
シ
、
尚
河
田
源
七
氏
ヲ
推
薦
」
す
る
た
め
の
公
告
掲
載
を
依
頼
し
て
い
る
。
し
か
し
河
田
は
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

馬
せ
ず
、
興
醒
会
は
郷
村
松
本
脩
三
を
推
す
事
と
な
っ
た
。
そ
の
活
動
は
、
「
演
説
会
非
番
者
ハ
応
援
行
動
二
移
リ
大
二
活
動
ス
ル
処
ア
リ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
偶
）

事
務
所
ハ
恰
モ
議
会
二
型
ケ
ル
党
派
ノ
掴
所
ノ
如
キ
感
ア
リ
、
隅
々
査
公
来
リ
テ
一
般
気
勢
ヲ
調
ス
ル
等
楽
々
面
白
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
に
極
め
て
活
発
で
あ
っ
た
が
、
町
村
有
力
者
合
議
に
よ
っ
て
紅
筆
さ
れ
た
候
補
の
壁
は
厚
く
敗
れ
て
い
る
。

　
　
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
二
月
二
六
日
、
原
敬
政
友
会
内
閣
は
普
選
法
案
討
議
中
に
衆
議
院
解
散
を
断
行
し
た
。
革
醒
会
は
初
め
て
国
政
選
挙

に
臨
む
事
と
な
っ
た
。
浅
茂
川
は
、
日
清
戦
後
か
ら
日
露
戦
後
に
か
け
て
、
丹
後
に
お
け
る
政
友
会
の
重
鎮
で
あ
る
上
野
弥
一
郎
を
通
じ
て
浅

茂
川
港
修
築
へ
の
多
額
の
府
費
補
助
を
獲
得
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。
以
来
政
友
会
の
強
固
な
地
盤
と
し
て
郡
内
に
は
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

㊧た
。
し
か
も
政
友
会
は
当
時
与
党
で
あ
る
。
し
か
し
立
憲
政
治
確
立
を
鼓
吹
す
る
革
分
会
と
し
て
は
、
普
選
尚
早
論
に
立
つ
政
友
会
を
簡
単
に

推
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
革
部
会
は
苦
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
四
月
二
六
日
の
通
常
会
の
模
様
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
我
京
都
府
第
七
区
よ
り
候
補
を
宣
す
る
も
の
、
政
友
会
公
認
に
郡
出
身
岡
田
泰
蔵
氏
あ
り
、
憲
政
会
公
認
に
津
原
武
白
あ
り
、
互
に
良
参
謀
を
得
て
滋
暫

　
　
く
逐
鹿
戦
場
を
賑
は
さ
ん
と
す

　
　
平
時
に
当
り
本
会
も
旗
色
鮮
明
に
態
度
を
決
せ
ん
事
を
以
て
会
長
よ
り
之
が
布
告
を
な
す
と
難
も
、
両
老
の
人
格
上
よ
り
帝
政
党
の
立
場
よ
り
（
政
党
の

　
　
立
場
と
記
し
た
る
は
、
護
町
幹
部
は
何
れ
も
地
方
問
題
の
関
係
上
政
府
与
党
な
る
を
以
て
、
惑
然
隅
田
氏
を
推
さ
9
る
べ
か
ら
ず
、
亦
青
年
思
想
上
よ
り

　
　
考
ふ
れ
ば
、
勿
論
普
選
に
賛
手
を
挙
げ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
立
場
な
る
を
以
て
）
、
諸
氏
を
労
し
て
花
々
し
く
奮
戦
努
力
す
る
の
価
を
見
出
す
に
苦
し
む
と

　
　
の
説
多
数
を
占
め
、
結
局
本
会
と
し
て
は
関
せ
ず
焉
と
に
議
決
す

　
網
野
町
が
政
友
会
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
事
か
ら
、
政
友
会
に
よ
っ
て
地
方
利
益
を
実
現
し
地
域
振
興
を
図
る
の
か
、
普
選
即
行
も
含
め
て

立
憲
政
治
確
立
を
第
一
に
お
く
の
か
、
革
醒
会
は
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
地
域
振
興
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
二
つ
の
選
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㊧

択
肢
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
の
総
選
挙
で
は
、
革
醒
会
は
右
の
選
択
に
結
論
を
出
す
事
が
で
き
ず
棄
権
し
た
が
、
こ
の
後
一
九
二
三
（
大
正

一
二
）
年
府
会
議
員
選
挙
、
一
九
二
四
（
大
正
＝
二
）
年
総
選
挙
と
、
大
正
デ
エ
、
ク
ラ
シ
ー
の
地
域
で
の
担
い
手
と
し
て
の
性
格
を
一
層
強
め
て
い

⑪
。

く
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青
年
党
革
醒
会
の
活
動
は
、
右
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①
　
日
露
戦
後
の
青
年
団
体
政
策
の
推
移
を
山
本
滝
之
助
の
果
た
し
た
役
割
を
中
心

　
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
平
山
前
掲
欝
下
巻
第
二
部
第
一
章
が
あ
る
。

②
潮
恵
之
輔
「
自
治
と
青
年
会
」
（
内
務
省
地
方
局
編
『
地
方
改
良
事
業
講
演
集
隔

　
上
巻
所
収
、
一
九
一
～
年
）
参
照
。
京
都
府
で
は
、
日
露
戦
争
巾
に
「
此
機
会
を

　
利
用
し
青
年
会
を
し
て
青
年
修
養
の
機
関
た
る
の
実
を
爾
へ
し
め
」
る
よ
う
知
事

　
の
訓
示
が
あ
っ
た
が
（
山
本
滝
之
助
『
地
方
青
年
騒
士
』
瞬
三
頁
、
一
九
〇
九
年
）
、

　
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
か
は
分
ら
な
い
。
丹
後
で
は
、
与
謝
郡
が
一
九
〇
七

　
年
に
「
与
謝
郡
何
町
（
村
）
青
年
会
準
則
」
を
制
定
し
て
い
る
（
『
与
謝
郡
誌
』
下
巻

　
七
九
匹
～
七
九
六
頁
）
。
た
だ
し
会
長
等
の
役
員
は
会
㎝
貝
の
互
選
で
あ
っ
た
。

③
前
掲
『
議
事
録
』
3
・
4
。

④
熊
谷
前
掲
欝
一
九
八
～
一
九
九
翼
。

⑤
　
岡
右
書
一
九
九
～
二
〇
一
頁
。

⑥
京
都
府
総
合
資
料
館
『
京
都
府
百
年
の
資
料
』
五
教
区
報
五
九
九
～
六
〇
一

　
頁
。

⑦
前
掲
『
議
事
録
』
3
。

⑧
⑨
⑩
　
前
掲
『
議
事
録
』
2
。

⑪
前
掲
『
議
事
録
』
3
。

⑫
　
以
下
の
経
緯
は
、
浅
茂
川
区
有
文
欝
中
『
大
正
五
年
度
　
議
事
録
矯
正
社
』

　
に
よ
る
。

⑬
以
下
は
浅
茂
川
区
有
文
書
中
『
大
正
六
年
度
御
心
録
矯
正
社
』
に
よ
る
。

⑭
　
同
右
。

⑮
⑯
　
浅
茂
摺
区
有
文
潜
中
『
大
鳥
六
年
拾
一
月
起
　
記
録
　
革
醒
会
』
（
以
下
『
記

　
録
』
と
略
す
）
。

⑰
⑱
同
署
所
収
。

⑲
　
　
『
日
出
新
聞
』
｛
九
｛
七
年
八
月
四
日
。

⑳
　
井
上
正
一
『
森
元
吉
翁
小
伝
隔
（
…
九
七
二
年
）
。
森
元
吉
は
一
八
七
四
年
網
野

　
村
に
小
作
農
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
八
九
一
年
に
は
数
え
一
八
の
若
さ
で
同

　
村
下
地
組
脊
年
会
輿
講
社
社
長
と
な
り
、
翌
年
同
村
上
地
組
脊
年
会
法
皇
社
と
の

　
合
併
を
実
現
し
て
い
る
。
一
八
九
六
年
以
後
、
網
野
村
・
網
野
町
の
吏
員
。
一
九

　
〇
二
年
に
受
洗
し
て
い
る
。
難
波
宜
太
郎
は
｛
八
六
五
年
、
俘
勢
亀
山
藩
士
の
家

　
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
同
志
社
の
学
生
の
頃
か
ら
丹
後
へ
伝
道
に
遣
さ
れ
て
い
た
が
、

　
一
九
〇
照
年
正
式
に
北
丹
教
会
牧
師
に
就
任
し
た
　
（
魚
木
忠
一
『
木
月
遺
稿
』
、

　
一
九
五
四
年
）
。

⑳
　
浅
茂
川
区
有
文
書
中
『
大
正
七
年
度
　
議
記
録
　
浅
茂
川
支
都
』
。

＠
　
井
上
前
掲
審
に
よ
る
と
、
吉
野
・
北
沢
の
他
に
、
内
ケ
崎
作
璽
郎
・
帆
足
理
一

　
郎
・
平
林
初
之
輔
・
山
室
軍
平
・
宮
川
経
輝
・
矢
島
磯
子
・
林
歌
子
ら
が
招
か
れ

　
て
い
る
。
北
沢
新
次
郎
に
つ
い
て
は
、
松
尾
肩
鎖
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
研

　
究
』
（
膏
木
総
店
、
｝
九
六
六
年
）
の
「
H
友
愛
会
史
論
」
参
照
。

＠
　
以
下
、
前
掲
『
記
録
臨
に
よ
る
。

⑳
　
腕
日
出
新
翻
隔
一
九
一
九
年
九
帰
一
九
筍
。

㊥
　
岩
崎
英
精
に
つ
い
て
は
、
『
季
刊
郷
土
と
美
術
』
通
巻
九
六
号
（
一
九
九
〇
年
）

　
が
、
〈
岩
鴎
英
精
先
生
追
憶
号
〉
を
組
ん
で
い
る
。
但
し
そ
の
年
譜
で
は
、
「
三
丹



　
日
々
新
聞
」
発
刊
を
一
九
二
一
年
と
し
て
い
る
が
、
『
記
録
』
か
ら
さ
ら
に
少
な

　
く
と
も
二
年
忌
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
『
網
野
町
人
物
誌
』
六
四
～
六
八
頁
。
静
劇
脩
王
は
一
八
七
〇
南
郷
村
生
ま
れ
。

　
一
八
八
九
年
郷
村
収
入
役
と
な
る
や
若
連
中
改
革
に
手
を
つ
け
、
賭
博
禁
止
・
共

　
同
罪
金
を
軸
に
活
動
を
進
め
、
「
郷
青
年
直
会
」
を
設
立
し
た
。

⑰
『
日
出
新
聞
』
一
九
一
九
年
九
月
二
七
日
に
よ
る
と
、
泉
雄
次
郎
＝
　
〇
九
票
、

　
松
本
脩
三
九
三
〇
票
で
あ
っ
た
。

⑳
　
拙
稿
「
『
対
外
硬
』
派
・
憲
政
本
党
基
盤
の
変
容
！
京
都
府
丹
後
地
域
を
宴
例

　
に
一
」
（
山
本
四
郎
編
『
近
代
日
本
の
政
党
と
官
僚
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九

　
一
年
）
四
二
九
～
四
三
一
頁
。

⑳
　
京
都
府
第
七
区
は
、
津
原
武
五
二
三
六
票
、
岡
田
泰
蔵
照
四
九
七
票
と
憲
政
会

　
の
勝
利
で
あ
っ
た
が
、
政
友
会
の
強
闘
な
基
盤
で
あ
り
岡
田
の
出
身
地
で
あ
っ
た

　
竹
野
郡
で
は
、
津
原
五
三
八
票
、
岡
田
一
六
九
八
票
で
あ
っ
た
（
『
日
出
新
聞
』
一

　
九
二
〇
年
五
月
一
三
日
）
。

⑳
　
一
九
二
三
年
の
府
会
議
員
選
挙
で
は
、
北
桑
田
郡
な
ど
い
く
つ
か
の
郡
で
青
年

　
党
の
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
（
『
日
出
墨
黒
廓
一
九
二
三
年
九
月
＝
一
日
）
。

⑳
　
一
九
二
四
年
総
選
挙
で
革
醒
会
は
護
憲
三
派
支
持
を
打
ち
出
す
が
、
政
友
会
の

　
有
吉
警
兵
衛
を
推
す
派
と
革
新
倶
楽
部
の
朝
日
定
之
を
推
す
派
に
分
裂
し
て
選
挙

　
運
動
を
展
資
し
、
推
薦
候
補
を
一
本
化
す
る
纂
は
で
き
な
か
っ
た
。
普
選
問
題
に

　
結
着
が
つ
い
た
こ
の
選
挙
以
後
の
革
醒
会
は
、
有
泉
貞
夫
『
明
治
政
治
史
の
基
礎

　
過
程
』
（
吉
州
弘
文
館
、
…
九
八
○
年
）
第
五
章
補
論
や
、
伊
藤
之
雄
「
名
鯉
家
秩

　
序
の
改
造
と
腎
年
長
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
四
一
、
～
九
八
二
年
、
の
ち
同
『
大
正

　
デ
モ
ク
ラ
シ
…
と
政
党
政
治
臨
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
に
所
収
）
が
指
摘
し

　
て
い
る
よ
う
に
、
既
成
政
党
政
友
会
に
系
列
化
さ
れ
て
い
き
な
が
ら
次
第
に
国
政

　
へ
の
関
心
を
薄
め
、
町
政
刷
新
団
体
に
純
化
し
て
い
く
。

お
　
わ
　
り
　
に

近代日本の青年団体（飯塚）

　
か
つ
て
柳
田
国
男
は
、
若
者
組
が
「
村
の
祭
礼
で
も
盆
踊
り
で
も
休
日
の
遊
び
方
で
も
、
乃
至
は
男
女
関
係
其
他
に
就
い
て
の
道
徳
上
の
制

裁
で
も
、
常
に
一
邑
一
郷
の
中
堅
を
以
て
自
身
も
任
じ
他
も
認
め
て
居
た
」
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
青
年
会
は
、
「
未
成
品
を
仕
揚
る
機

　
　
　
　
　
　
　
　
①

関
」
で
あ
る
と
し
た
。
多
く
は
成
年
式
を
経
た
独
身
青
年
の
組
織
で
あ
る
若
者
組
は
、
す
で
に
一
人
前
と
村
内
で
認
知
さ
れ
た
人
々
の
集
団
と

い
う
性
格
を
持
つ
。
こ
れ
に
対
し
青
年
会
は
、
依
然
と
し
て
一
人
前
に
な
っ
て
い
な
い
、
モ
ラ
ル
の
上
で
も
修
練
を
積
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
と

さ
れ
た
青
年
の
集
団
で
あ
る
。
青
年
会
は
そ
の
成
立
の
当
初
か
ら
夜
学
会
・
談
話
会
な
ど
が
附
随
し
、
修
養
機
関
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ

っ
た
。
な
お
大
人
に
な
り
き
ら
な
い
修
養
の
必
要
な
年
齢
層
と
し
て
の
青
年
は
、
若
面
詰
の
編
成
替
え
の
中
で
次
第
に
見
い
出
さ
れ
認
識
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

従
っ
て
若
者
組
か
ら
青
年
会
へ
の
転
換
は
、
そ
の
基
底
に
お
い
て
「
家
」
の
位
置
の
上
昇
を
伴
う
事
と
な
る
。
近
世
社
会
に
お
け
る
若
者
組
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は
、
時
と
し
て
家
に
と
っ
て
の
最
要
事
の
一
つ
で
あ
る
婚
姻
に
お
い
て
も
、
「
家
」
の
論
理
と
対
立
す
る
場
舎
が
あ
っ
た
。
休
み
日
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
芝
居
な
ど
の
際
の
勧
化
の
強
要
に
よ
っ
て
、
家
の
生
産
に
支
障
を
き
た
す
事
も
あ
っ
た
。
青
年
会
に
お
い
て
は
右
の
側
面
は
そ
ぎ
お
と
さ
れ

て
、
「
家
」
の
論
理
に
屈
服
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
事
は
、
若
者
組
が
村
に
対
し
て
有
し
て
い
た
一
定
の
自
律
性
を
喪
失
し
て
い

き
、
家
の
生
産
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
村
落
共
同
体
に
従
属
し
て
い
く
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

　
若
者
組
か
ら
青
年
会
へ
の
転
換
と
、
新
た
に
成
立
し
た
青
年
会
に
よ
る
民
俗
的
伝
統
の
改
変
の
背
景
に
は
、
確
か
に
明
治
政
府
に
よ
る
若
者

組
廃
絶
令
、
賭
博
禁
止
令
、
衛
生
行
政
の
展
開
と
い
っ
た
政
策
が
あ
っ
た
。
し
か
し
生
活
・
風
俗
レ
ベ
ル
の
規
律
化
は
、
青
年
自
身
に
よ
っ
て

担
わ
れ
て
こ
そ
内
実
化
す
る
。
明
治
前
期
、
与
謝
郡
岩
滝
村
の
場
合
は
自
由
民
権
派
も
含
ん
だ
村
方
が
担
い
手
で
あ
っ
た
。
明
治
中
期
、
竹
野

郡
浅
茂
川
村
の
場
合
は
、
村
長
・
村
会
議
員
層
に
加
え
て
、
中
の
上
層
の
子
弟
か
ら
な
る
青
年
会
幹
部
で
あ
っ
た
。
規
律
化
の
進
行
を
村
落
共

同
体
へ
の
従
属
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
規
律
化
を
担
う
事
で
村
社
会
の
近
代
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
青
年
層
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
よ
り
地
域
社
会
内
部
か
ら
進
め
ら
れ
た
規
律
化
の
過
程
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
村
落
共
同
体
秩
序

に
合
致
し
て
い
る
事
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
日
露
戦
後
に
展
開
し
た
地
方
改
良
運
動
に
よ
り
、
青
年
会
は
初
め
て
地
方
支
配
の
一
環
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
地
方
改
良
運
動
は
、
青
年
会

を
単
に
天
皇
欄
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
注
入
機
関
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
公
共
的
諸
事
業
へ
の
参
画
を
通
し
て
、
困
窮
し
た
町
村
財
政
を
下

か
ら
支
え
る
よ
う
位
置
付
け
た
所
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
資
本
主
義
の
確
立
に
よ
り
、
日
露
戦
争
前
後
か
ら
経
済
活
動
の
自
由
な
展
開
を
求

め
る
家
の
側
の
主
張
に
対
抗
で
き
ず
動
揺
し
て
い
た
青
年
会
は
、
こ
こ
に
改
め
て
村
の
中
で
の
位
置
が
与
え
ら
れ
た
。
他
方
こ
の
事
態
は
、
青

年
会
員
た
ち
の
町
村
政
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
介
入
の
可
能
性
を
生
み
出
す
。

　
右
の
青
年
団
体
政
策
の
大
き
な
転
換
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
九
月
の
内
務
文
部
両
省
共
同
訓
令
で
あ
る
。
初
め
て
青
年
団

体
組
織
化
の
画
一
的
基
準
を
示
し
た
濁
省
調
帯
に
よ
よ
り
、
生
活
・
風
俗
レ
ベ
ル
の
規
律
化
を
一
気
に
加
速
し
、
村
落
共
同
体
の
枠
を
打
破
す

る
事
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
両
省
訓
令
は
そ
の
具
体
化
に
あ
た
っ
て
青
年
会
側
か
ら
厳
し
い
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批
判
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
政
府
・
青
年
会
双
方
共
に
、
風
俗
や
生
活
レ
ベ
ル
の
規
律
化
を
進
め
る
必
要
は
認
め
て
い
た
が
、
そ
の
速
度
・
内

容
・
担
い
手
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
平
心
川
村
で
は
、
両
者
の
相
克
の
中
か
ら
青
年
党
「
粗
土
会
」

が
成
立
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
地
域
社
会
で
下
支
え
す
る
集
団
と
し
て
活
動
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、
上
か
ら
一
方
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

青
年
会
を
修
養
機
関
化
す
る
や
り
方
を
厳
し
く
批
判
し
た
が
、
青
年
会
か
ら
も
批
判
の
矢
は
放
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
棚
田
国
男
「
青
年
団
の
自
覚
を
望
む
」
（
『
奉
公
』
一
六
三
号
、
一
九
一
六
年
、

　
の
ち
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
九
巻
所
収
）
。

②
近
世
社
会
に
お
け
る
若
者
組
の
一
定
の
自
律
性
を
重
視
し
た
論
稿
と
し
て
、
た

　
と
え
ば
江
守
五
夫
「
年
齢
階
梯
制
村
落
の
社
会
構
造
⇔
（
『
法
律
論
叢
』
四
八
一

　
三
、
一
九
七
六
年
置
の
ち
同
『
日
本
村
落
社
会
の
構
造
』
、
弘
文
堂
、
一
九
七
六

　
年
）
。

③
柳
田
は
前
掲
論
文
で
、
「
会
と
云
ふ
名
を
付
け
て
外
か
ら
世
話
ば
か
り
焼
く
の

　
は
、
何
か
御
し
易
い
団
体
を
作
る
野
心
で
も
あ
る
や
う
で
誠
に
面
白
く
な
い
。
」

　
と
述
べ
て
い
る
が
、
平
山
和
彦
「
青
年
団
と
村
落
文
化
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会

　
編
『
地
方
文
化
の
傍
統
と
創
造
隠
、
雄
山
閣
出
版
、
　
一
九
七
六
年
）
で
指
摘
さ
れ

　
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
一
五
年
九
月
の
両
省
翻
令
を
念
頭
に
お
い
た
発
雷
と
考
え

　
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
（
京
都
大
学
研
鯵
貴
　

近代日本の青年団体（飯塚）
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The　Young　Men’s　Association　in　ModrM　Japan

The　case　of　the　Tango　area　in　Kyoto　Prefecture

by

kzuKA　Kazuyuki

　　It　inay　be　said　that　in　early　moclern　Japan　the　”STbung　lrYfen’s　Group

（若者組）一which　is　a　village　assoc圭ation　based　on　age－formed　an　obs．

truction　to　the　production　by　the　families　in　the　village　by　interfering

in　questlens　of　marriage，　by　demanding　village　holidays，　or　by　forcing

the　families　to　pay　ail　sorts　of　contributions．　ln　1868　the　group’s　financial

state　was　almost　equal　to　that　of　the　village．　From　that　year　onwarcls

the　othcials　of　the　village　set　out　to　strengthen　theiy　control　of　the

associatlon　by　placing　it　under　the　villcage　order，　so　that　it　would　not

form　an　obstacle　to　the　village　production　any　more．　In　the　1890’s，

however，　among　these　young　men　appeared　those　who　wanted　to　promote

the　modernization　of　the　village　society　by　tal〈ing　on　the　regulation　of

village　life．　They　formed　a　new　age－based　association，　known　as　the

Young　Men’s　Association（青年会），　of　which　they　became　the　leading

staff　members．　But　the　process　of　their　regulation　campaign，　which　was

carried　out　i　n　them　froiri　Within　the　rural　societY，　was　rather　slow，　and

moreover　it　had　to　co　nform　to　the　old　order　of　the　community　if　it

wanted　to　be　succesSful．　After　the　war　Nvi　th　Russia，　Japan，　now　one　of

the　imperialistic　nations，　feund　itself　pressed　by　the　need　to　consoiidate

the　order　of　tke　state．　One　of　the　measures　the　government　took　to　this

end　was　to　accelerate　the　campaign　to　regulate　village　life．

　　The　Departments　of　DoMestic　Affairs　and　Education　issued　a　joint

instruction　in　September　1915，　which　aimed　to　modify　the　Young　Men’s

Association　into　an　institution　expected　to　discipline　the　youth　for

national　purposes．　But　when　the　govertirAent　tried　to　put　this　into

practice，　it　ptovoked　a　strong　reaction　from　the　Young　Men’s　Associa－

tions．

　　Indeed，　both　the　government　and　the　Young　Men’s　Associations

admitted　the　need　to　promote　the　campaign，　yet　they　had　different　views

about　how　fast　it　should　be　done，　what　it　should　involve，　and　who　shoUld
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carry　it　out．　As　a　result　of　this　conflict　between　the　government　together

with　the　village　heads，　town皿ayors．綾nd　the　elementary　school　priacipals

on　the　one　hand，　and　the　Young　Men’s　Associations　on　the　other，　the

Voluntary　Young　Men’s　Parties（青年党）arose，　which　were　different　in

character　from　the　old　age－based　associations．　They　wou！d　thereafter

support　the　Taisho　Democracy　with　their　projects　to　reform　the　town

administration　and　their　demands　for　universal　suffrage．

　　In　this　paper　on　the　case　of　the　area　of　Tango　in　Kyoto　Prefecture，

the　author　traces　in　detail　the　development　of　the　young　men’s　organi－

zations，　and　gives　one　example　of　the　genesis　of　the　Voluntary　Young

Men’s　Party　out　of　the　preceding　age－based　young　men’s　association．
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　　This　article　is　a　study　of　the　governments　of　Huan　Wen　and　Xie　An，

the　significance　of　which　has　hitherto　remained　largely　unclear．　This

paper　seeks　expianations　for　the　authoriey　and　predomiRance　of　the

northern　immigrant　aristocracy　through　the　analysis　of　the　structure　of

“the　General’s　O田ce　System”将軍府，6haracteristic　of　the　Six　Dynasties

period．　Accordingly，　the　investigation　of　the　contemporary　state　of

poiitics　is　undertaken　through　an　analysis　of　Huan　Wen’s　general’s　othce．

　　The　investigation　begins　with　the　mutUal　involvement　of　Huan　Wen，

Xie　An，　and　Si・ma　Yu司馬豊：in　the　following　three　areas．　First　traced

is　the　background　of　the　prospel’ity　of　‘‘the　Pure　Conversation’，清談

around　S圭一皿a　Yu，　and　the　rising　of　a．trend　of　anti－Lao　Zhuang反老荘

thoughts　among　some　aristocratic　families．　Second，　the　artic！e　clears　the

reasons　for　Huan　Wen’s　switch　of　status　from　membership　in　the　Pure

Conversation　School　to　a　place　in　the　military　faction　of　Jing　Zhou荊州

and．his　succeeding　transformation　into　leader　of　the　Jiarl　K：ang建：康clan．

It　leads　to　the　explanation　that　Huan　Wen　was　supported　as　a　revolu一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（143）




